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第2編　総合計画基本計画

基本施策基本目標

❶ 共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実

❷ 少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進

❸ 安心して暮らすための地域防災力などの向上

❹ 誰もが平等に生きるための男女共同参画社会の推進

❺ 持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進

❻ 未来につなぐ震災伝承の推進

❶ 豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

❷ 持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進

❸ 安全安心な住環境と都市機能の整備の推進

❶ 安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実

❷ 生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実

❸ 共に安心して暮らせる障害福祉の充実

❹ 誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進

❺ みんなが共に支え合う地域共生社会の実現

❶ 賑わいと活気にあふれる商工業の振興

❷ 持続可能な漁業・水産加工業の振興

❸ 魅力的な農林畜産業の振興

❹ 地域資源を活かした観光事業の振興

❺ 企業誘致の推進と新たな産業の創出

❻ 未来の産業を担う人材の確保と育成

❶ 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進

❷ 社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実

❸ いのちを守る防災教育の推進

❹ 地域ぐるみで子どもを育てる教育活動の推進

❺ 豊かな地域社会を育む生涯学習の推進

❻ 生涯にわたるスポーツ活動の推進

住民の日常的なコミュニケーションを促進し、そ
れぞれが信頼できる結びつきを形成しながら、住
民同士の支え合いを軸とした防災機能強化や、持
続可能な公共交通の構築など、安全安心に暮らせ
るまちを目指します。

道路や下水道などの生活基盤を充実させるととも
に、台風や津波などの災害による被害を最小限に
抑える都市の形成や、地球環境と本市の環境のつ
ながりを意識した海、山、川などの自然環境の保
全により、都市機能と自然環境が調和した、快適
とやすらぎが生まれるまちを目指します。 　

医療・介護の連携や人材確保・育成、健康増進を
推進するとともに、子ども、高齢者、障がい者な
ど誰もが生きがいと役割を持ち、支え合う地域共
生社会の実現に向け、地域包括ケアを推進するこ
とで、全ての人々が自分らしく健康に暮らせるま
ちを目指します。

農林水産業や製造業、観光業など、多様な産業構
造と港湾や漁港などの産業基盤が整った本市の特
性を活かした産業の振興をはじめ、多様なニーズ
に対応できる就業環境の整備、地域企業の人材育
成の支援により、多彩な人材が活躍できる、誇り
と活気にあふれるまちを目指します。

子どもたちの学力向上や豊かな心の育成に必要な
教育環境を整えるとともに、生涯学習の充実や社
会活動参画への促進と、伝統文化を継承する人材
育成を推進し、豊かな心を育み、いのちを未来に
つなぐまちを目指します。

市民が積極的にまちづくりに参画できるように、市
民の声を行政運営に反映させる仕組みを構築し、行
財政改革や情報発信を推進することで、市民の声が
共鳴し、市民と行政が共に創るまちを目指します。

　基本計画は、以下の体系のもと取組を展開します。

（1）施策体系

住民同士の絆・
支え合いで安全
安心に暮らせる
まち

住民同士の絆

基本目標１

都市と自然が調
和し快適とやす
らぎが生まれる
まち

都市と自然が調

基本目標２

共に支え合い誰
もが生きがいを
持ち自分らしく
健康に暮らせる
まち

共に支え合 誰

基本目標３

多彩な人材が活
躍し誇りと活気
にあふれるまち

多彩な人材が活

基本目標４

豊かな心を育み
いのちを未来に
つなぐまち

豊かな心を育み

基本目標５

市民の声が共鳴
し市民と行政が
共に創るまち

市民の声が共鳴

基本目標６ ❶ 市民に寄り添い信頼される行政運営の推進

❷ 持続可能な行財政運営の推進
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住民同士の絆・支え合いで
安全安心に暮らせるまち

第 1節　共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実

第 2節　少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進

第 3節　安心して暮らすための地域防災力などの向上

第 4節　誰もが平等に生きるための男女共同参画社会の推進

第 5節　持続可能な公共交通ネットワークの整備の推進

第 6節　未来につなぐ震災伝承の推進
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 1節　共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実

1 コミュニティ活動の活性化を図る

2 地域の均衡ある発展を図る

3 友好都市等との交流を推進する

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒

◆数値目標（KGI）◆

市民が地元自治会活動（清掃活動・行事等）に参加している割合が向上し、地域コミュニティ活動の活性化を図る。

地域の自治会活動に
参加している市民の割合（単年） 地域協働課 ―

５年後の目標値
（令和7年度）

50.0％

第 1章 住民同士の絆・支え合いで
安全安心に暮らせるまち

第 1節 共生型社会に向けた地域コミュニティ活動活性化の充実

現状と課題

　本市では、東日本大震災以前からの人口減少に加

え、半島沿岸部では東日本震災による市外への転出、

内陸部への転居などにより、大幅に人口が減少して

いる一方で、内陸部では半島沿岸部からの転居など

により一部地域に集中して人口が増加するなど地域

コミュニティを取り巻く環境は大きく変化していま

す。こうしたことから、東日本大震災後に新しく住

居が形成された内陸部の地域では、地域自治活動や

住民同士の交流活動など、地域の活性化が図られる

一方で、人口流出が大きい半島沿岸部地域では、地

域の担い手不足によるコミュニティの弱体化が懸念

されています。

　地域コミュニティの維持には、市民ひとりひとり

の意識がとても重要であり、住み慣れた地域に安心

して住み続けるためには、個人が地域住民としての

自覚を持ち、思いやりを持って、周りの住民と共に

支え合い、助け合うという意識を育むことが必要で

あり、SDGs の概念である「誰一人取り残さない」

持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため

には、多くの市民が地域のために活動しながら、各

種課題に地域一丸となって取り組むことが求められ

ており、各地域の課題に対応した取組が必要です。

　こうしたことから、中立的な立場で支援を行う中

間支援組織など、先端的な考え方や手法を取り入れ

たまちづくりを推進する必要があります。

　また、本市では国内 2 市 1 町、国外 2 市と姉妹都市・

友好都市協定を締結しています。東日本大震災の発

生直後には支援物資などの心温まる支援を頂き、そ

の後も、相互の市民訪問団による訪問事業や、各種

事業への招待など、相互の交流を進めています。こ

うした友好都市などとの交流は、関係人口※の増加

を促し、地域の活性化に繋がることから、今後も交

流を大切にし、関係人口の拡大を図ることが求めら

れます。
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⇒4件 16件

現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒88,670人 118,826人

⇒9件 10件

施策名 施策項目

◆重要業績評価指標（KPI）
※

◆

コミュニティ活動の
活性化を図る

地域の均衡ある発展
を図る

友好都市等との交流
を推進する

　　　　　　　　　　　日ごろから地域の中で世代を超えたコミュニケーションをとることで、町内会や自治
組織などの中での自分の役割を認識しながら活動します。また、町内会などの地域組織の情報発信の方法など
を見直し、時代にあった地域組織のあり方を検討します。知人と一緒にまちづくりに参加するなど、多くの市
民が様々な視点でまちづくりについて考える機会をつくります。

1-1　地域自治組織（地域自治システム）※の立ち上げを推進し、地域の活性化を図る。
1-2　離島航路利用者数（離島住民ではない渡島者）を増加し、離島の活性化を図る。
1-3　友好都市等（国内外 5都市）との交流事業を推進し、地域の活性化を図る。

目標指標 担当課

1-1

1-2

1-3

住民自治組織※

交付金交付
団体数（累積）

友好都市等
との交流事業
件数（単年）

離島交流人口
（単年）

地域協働課

地域振興課

地域振興課

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　地域住民が日常的に集い、人々の生活に根差した地域活動の拠点とな
るよう集会所などの新築、改修などを支援します。

●　住民自治組織の立ち上げや、住民主体で開催するコミュニティ活動、
住民交流事業の開催、また、中立的立場で支援を行う中間支援組織の
活用など市民ニーズに対応した地域コミュニティの形成を促進します。

●　地域コミュニティの強化、地域福祉や子育て、防災などの様々な分野
間での連携を図るため、地域で活動する団体と協働し、コミュニティ
活動の活性化を目指します。

●　地域住民の連携により地域の活性化、地域福祉、防災、防犯など幅広
い目標に向けて協力できる地域づくりを目指します。

●　ICT※技術を活用した、幅広い世代がつながる、新たなコミュニティ活
動を創出します。

●　地域の均衡ある発展を目指すため、地域で活動する団体などと協働し、
内陸部、半島沿岸部、離島といった地域の特性に配慮しながら、各地
域の市民ニーズの把握や地域資源の有効活用を推進します。

●　友好都市などとの交流機会の拡大を推進し、関係人口の増加を図り、
地域の活性化を推進します。

1 コミュニティ活動の
　活性化を図る

2 地域の均衡ある発展
　を図る

3 友好都市等との交流
　を推進する

市民が
できること
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 2節　少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進

1 移住したくなるライフスタイルの形成を図る

2 国際社会に対応する安心な定住環境を整備する

第 2節 少子高齢化社会に対応する移住・定住の促進

現状と課題

　本市の人口は、平成 17 年の合併以降減少し続け

ており、特に東日本大震災により大幅に減少し、平

成 27 年には 15 万人を下回りました。

　近年の転入・転出者の状況をみると、転入者数は

東日本大震災後一時的に増加しましたが、その後は

減少を続けており、転出者については、変動は見ら

れますが、平成 25 年以降は減少傾向となっており、

人口に対する転出者の割合は近年では約 3% と横ば

いになっています。

　このように、人口減少が社会問題化するなか、持

続可能な自治体運営のためには、人口の維持が最も

重要な課題であり、地方自治体における人口の維持

には、出生による自然増は難しいことから移住・定

住の促進による社会増による人口の維持が求められ

ます。

　本市における移住・定住者の特徴の一つとして、

東日本大震災のボランティア活動などを契機に本市

に移住している方が増加しており、さらに、こうし

た方々の交流関係による移住者が増加することも予

想されます。

　このように、本市に「移住したい」という意識を

醸成することも大切ですが、人口維持を目指し持続

可能なまちづくりを推進するためには、その後の「定

住したいまちづくり」を実現していく必要があります。

　定住したいまちづくりを実現していくためには、

移住者自身の安定した生活を確保し、移住者が積極

的に活躍できる環境整備に取り組むとともに、地域

住民が移住者を地域の仲間として受け入れ、ともに

活躍できる風土づくりも必要です。

　本市では、平成 29 年から、「石巻市地域おこし協

力隊」※を募集し、各地域に根差した取組を展開し

ています。市内の事業所に従事しながら、地域活動

をすることにより、地域振興及び地域の活性化が図

られ、本市への定住を促すことができます。移住者

が定住者となるためには、就労面での支援だけでは

なく、住居の確保など多種多様なきめ細やかな施策

が求められており、本市で暮らすことの魅力を伝え、

「本市で引き続き暮らしていきたい」と感じさせる

取組が必要です。

　また、現代社会においては、ボーダーレス化※が

進み、多種多様なものが国境を越えて行き交う社会

となっています。本市においても、近年、外国人住

民数が増加しており、外国人相談窓口事業などによ

り外国人住民が安心して暮らせる取組を継続して実

施していく必要があります。

　東日本大震災を契機に、国内はもとより海外への

情報発信が進み、外国人住民だけではなく、インバウ

ンド※などによる国外からの訪問者が増加しています。

　こうしたことからも、お互いの文化などの相互理

解を深める事業を推進するとともに外国人向けの情

報を積極的に発信し、引き続き多文化共生※に取り

組む必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

2-1　移住コンシェルジュ事業（移住希望者へのサポート事業）を推進し、移住人口の増加を図る。
2-2　外国人相談窓口（外国人の生活等相談）の充実を図り、外国人の移住人数増加を図る。

⇒10人 20人

⇒32件 70件

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

◆数値目標（KGI）◆

移住したくなる
ライフスタイルの
形成を図る

国際社会に対応する
安心な定住環境を
整備する

　　　　　　　　　　　地域の魅力を見つけ地域住民同士で共有し、移住者に対して積極的に発信します。また、
地域のコミュニケーションが取れる場を創出し、地域の課題解決に努め、移住者が住みたくなる環境を構築し
ます。

東京圏から本市への転入者数の増加を図り、本市の移住人数の増加を図る。

東京圏から本市への
転入者数（単年）

SDGｓ
地域戦略推進室 497人

５年後の目標値
（令和7年度）

550人

目標指標 担当課

2-1

2-2

移住
コンシェルジュ※
を活用した本市
への移住人数
（単年）

外国人相談窓口
相談件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　移住希望者のニーズを把握し、本市の魅力を積極的に発信することに
より、移住に係るきっかけづくりを推進します。

●　移住希望者が、生活環境や仕事、町内会などの役割について気軽に相
談できるような環境づくりを推進します。

●　移住希望者が定住できるよう、住居の確保に係る支援、起業支援や就
労支援、医療費補助や出産・子育て支援などに取り組みます。

●　出会いの場や結婚につなげる機会を創出する活動を支援するとともに、
新婚生活に係る助成を推進します。

●　外国人住民が本市での生活で不便をきたすことがないよう相談窓口の
充実を図ります。

●　多文化共生社会を構築するため、相互を理解・尊重し、共に助け合い、
誰もが安心して暮らせるまちづくりの実現を推進します。

1 移住したくなる
　ライフスタイルの
　形成を図る

2 国際社会に対応する
　安心な定住環境を
　整備する

市民が
できること

地域振興課

地域振興課
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関連する
SDGs

　本市では、東日本大震災以降、各種自然災害に対

するハード※整備などを推進してきました。しかし、

災害の規模によっては、ハード面での対策だけでは

被害を防ぎきれない場合もあり、特に近年では、気

候変動による短時間豪雨の発生や、大型台風の上陸

など、これまでに想定できないような自然災害が数

多く発生しています。

　これらの自然災害の発生を完全に防ぐことは不可

能であり、地方自治体においては、災害時の被害を

最小限に止める「減災」※に向けた取組を重視して

いくとともに、要支援者（高齢者や障害者など）の

安否確認や避難支援を迅速に行うための「支援体制

づくり」が重要です。

　その実施にあたっては、行政・関係機関・市民の

役割分担を通常時から明確にするとともに、緊急時

に地域住民が一丸となって対応できるよう、平常時

から自主防災組織などの育成を行い、自然災害だけ

ではなく、火災、交通安全など、常日頃から「自分

の命は自分で守る」ことを意識し、市民ひとりひと

りが命や生活を守るための意識の向上を図る必要が

あります。

　災害時には、情報の収集がとても重要であり、本

市では、気象情報・災害情報などの SNS ※による配

信や、総合防災訓練の実施、保育所や幼稚園、小・中・

高等学校での防災教育の推進など、日常的に防災へ

の意識を醸成する事業にも取り組んでいます。

　また、災害が発生してからの情報収集も、非常に

重要ですが、事前に身の回りの危険な箇所について、

情報を収集することも非常に重要です。

　こうした情報収集にはハザードマップ※が有効で

あることから、本市ではハザードマップの利活用に

関する講座なども実施しています。

　自然災害だけではなく、火災や交通安全への意識

の向上も重要であり、消防団や交通安全指導隊の活

動を支援しています。発災時に消防団が迅速に対応

できるよう日々の訓練や資機材の整備が必要となる

ほか、絶えない交通事故・飲酒運転を根絶するため、

啓発活動など交通指導隊の活動を強化し、交通安全

意識の向上が必要です。

　また、本市には女川原子力発電所が立地している

ことから、原子力災害の発生に備え、関係機関と連

携し、避難手段の確保など避難計画の継続的な改善

を図ることで、原子力防災体制を充実させていく必

要があります。

　今後も引き続き、多発する様々な自然災害に対応

するため、地域での防災対応力の強化や、市民ひと

りひとりの防災に対する意識の醸成を図り、災害に

対する情報発信を推進する必要があります。

第 3節 安心して暮らすための地域防災力などの向上

現状と課題
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◆重要業績評価指標（KPI）◆

◆施策の体系◆
第 3節　安心して暮らすための地域防災力などの向上

1 地域防災力の向上を図る

2 防災情報を発信する

3 消防機能・交通安全を推進する

3-1　防災指導員数（地域の各種防災指導員）の増加を図り、地域防災力の向上を図る。
3-2　災害メール（市の災害情報メール）の登録者人数を増やし、市民の防災情報の強化を図る。
3-3　消防団の資機材（ポンプ置場、消防車両等）の整備推進し、地域防災力の向上を図る。

⇒297人 597人

⇒10,632人 13,132人

⇒24件 120件

施策名 施策項目

地域防災力の向上を
図る

防災情報を発信する

消防機能・交通安全
を推進する

　　　　　　　　　　　家庭や地域で防災について話し合い、地域で活動する団体などと連携しながら、防災
について積極的に学ぶとともに、子どもたちに防災の大切さ、必要性を地域、学校が連携して伝え、意識の醸
成を図ります。

目標指標 担当課

3-1

3-3

3-2

防災指導員数
（累積）

消防団資機材
整備件数
（累積）

災害メール
配信サービス
の登録者人数
（累積）

防災対策課

危機対策課

危機対策課

市民が
できること

◆数値目標（KGI）◆

防災訓練（市主催一斉訓練）参加率の向上を図ることにより、防災力の向上を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒防災訓練参加率（単年） 危機対策課 14.98％

５年後の目標値
（令和7年度）

20.00％

現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒
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施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　地域における防災力の向上、防災意識の醸成を図るため、防災訓練や
防災指導員の養成、さらには防災士※のスキルアップのための研修など、
地域防災に寄与する人材の育成やスキルの向上に努めます。

●　自主防災組織が行う活動に対し、防災資機材や防災倉庫の設置購入、
備蓄食糧の購入、防災訓練などを支援するとともに、災害用物資の配
備なども計画的に行います。

●　ハザードマップの作成や災害危険箇所などの把握など、防災・減災に
繋がる取組を推進するとともに、市民との情報共有を図り、連携と協
力による総合的な防災体制の充実を図ります。

●　自主防災組織や地域の防災士等の意見を取り入れた防災体制の構築を
推進します。

●　原子力防災体制の更なる充実に向け、国、県及び関係機関との連携を
強化し、合同による原子力防災訓練の実施、避難計画の継続的な改善、
避難道路の早期整備に向けた取組を推進するとともに、避難計画や防
護措置などの市民への周知を図ります。

●　災害時に必要な情報を市民が取得できるよう、防災行政無線の整備や
転入者に対する防災ラジオの配布など、誰もが安全に情報を得られる
環境づくりを構築します。

●　ICTなどを活用した防災情報の発信などを推進します。

1 地域防災力の向上を
　図る

2 防災情報を発信する

3 消防機能・交通安全
　を推進する

●　消防団の装備・資機材などを計画的に整備・更新し、災害時に対応で
きる体制を構築します。

●　啓発活動により、市民ひとりひとりの交通安全意識の高揚を図るとと
もに対策の強化に努めます。

●　交通事故のないまちづくりに向け、交通安全対策推進のための活動を
支援します。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 4節　誰もが平等に生きるための男女共同参画社会の推進

1 政策・方針決定の場への女性の参画を推進する

2 社会のあらゆる分野における意識啓発を図る

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒「男女共同参画社会」という
言葉の認知度（単年） 地域協働課 75.8％

５年後の目標値
（令和7年度）

100％

「男女共同参画社会」という言葉の認知度を向上させ、男女共同参画社会への取組を推進する。

◆数値目標（KGI）◆

　現代社会では、人口減少や少子高齢化が進み、ひ

とりひとりの役割の大きさは以前と比較しても増し

ており、男女がお互いに人権を尊重し、性別に関わ

りなく、その個性と能力を十分に発揮できる男女共

同参画社会の実現は、非常に重要なものとなってい

ます。

　本市では、平成 17 年に「石巻市男女共同参画推

進条例」が施行され、これまで「石巻市男女共同参

画基本計画」に基づき、政策形成や方針決定の場へ

の女性の参画推進や、地域・学校における男女共同

参画の推進に取り組んできました。

　しかしながら、本市における審議会・委員会など

への女性委員登用率は依然として低く、政策・方針

決定の場への女性の参画はいまだ不十分であるなど

の課題があり、引き続き男性優位の構造変革や女性

人材の育成に取り組むことが課題解決のために必要

です。

　また、市民意識調査の結果をみると、いまだ固定

的性別役割分担の意識にとらわれている場面があ

り、地域活動や子育て、学校行事への男性の参加が

少ない、自治会や町内会役員に女性の登用が少ない

など、日常生活面でも多くの課題があることから、

様々な生活の場面において、男女が互いに尊重し、

お互いの能力を発揮できるよう、ワーク・ライフ・

バランス※の推進や、子育てや地域活動における男

女共同参画の視点に立った意識の啓発が求められ

ます。

　今後はこれらのような取組をさらに推進し、男性

も女性も全ての個人が、社会の対等な構成員として、

共に責任を担うべき社会を目指す、ジェンダー※平

等社会の形成を促進する必要があります。

第 4節 誰もが平等に生きるための男女共同参画社会※の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒25.8％ 40.0％

⇒54.9％ 70.0％

施策名 施策項目

政策・方針決定の場
への女性の参画を
推進する

社会のあらゆる分野
における意識啓発を
図る

　　　　　　　　　　　家庭内において、家事や育児を分担し、男女共に働きやすい環境を構築するとともに、
男女共同参画の講座などに参加し、知識を深めることにより自分にあったライフスタイルを構築します。また、
性的指向・性自認（性同一性）に関する偏見・差別をなくし、多様な価値観を尊重した共生できる社会づくり
に努めます。

目標指標 担当課

4-1

4-2

審議会・委員会
等に占める
女性委員の割合
（単年）

「育児や家事の
役割」について
「夫婦同様」
との回答割合
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　政策や方針決定の場における女性の参画を推進するため、各種審議会
などへの女性委員の登用を推進します。

●　女性が自らの個性と能力を十分に発揮し、指導的立場でも活躍できる
よう、女性人材の育成を推進します。

●　男女共同参画への理解を深めるため、講座、研修、専門性の高い学習
機会を提供するとともに、講演会や広報紙の活用、各関係機関などと
の連携によるあらゆる世代への意識啓発活動を実施します。

●　父親・母親の疑似体験などを通して、親になるための準備を行い、妊
婦への思いやりを育み、命の大切さ、子供を産み育てることへの理解
を促すための取組を推進します。

1 政策・方針決定の場
　への女性の参画を
　推進する

2 社会のあらゆる分野
　における意識啓発を
　図る

市民が
できること

地域協働課

地域協働課

4-1 庁内の審議会・委員会等の女性委員割合を向上し、男女共同参画社会の構築を推進する。
4-2 各種意識啓発活動等を促進し、家庭内での男女共同参画社会を促進する。

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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関連する
SDGs

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒公共交通利用者数（単年） 地域振興課 361,398人

５年後の目標値
（令和7年度）

383,631人

公共交通（鉄道、路線バス、住民バス、市民バス、航路）利用者数が増加するよう施策を展開し、公共交通利用者の
増加を図る。

◆数値目標（KGI）◆

◆施策の体系◆
第 5節　持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進

1 持続可能な公共交通体系を構築する

2 市民生活を支える公共交通等を安定的に維持する

　本市では、平成 27 年度に都市・地域総合交通戦

略要綱に基づいた「都市・地域総合交通戦略」と、

「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平

成 19 年法律第 59 号）」に基づいた「地域公共交通

網形成計画」の両方の機能を併せ持つ計画である「石

巻市総合交通戦略」を策定しました。

　この計画は、東日本大震災後の復興事業の進展に

伴う居住形態の変化、それに伴う市域内での人口移

動など、公共交通を取り巻く環境の大きな変化を見

据え、地域住民の移動手段確保や利便性の向上を目

指した計画です。

　特に本市は、面積 554.55k㎡の広大な市域を有し、

離島もあることから、公共交通ネットワークの重要

性は非常に高いものとなっており、各地域の現状に

適応した公共交通ネットワークの構築に取り組んで

きました。

　近年では、鉄道の利用者は、横ばいで推移してお

り、離島航路の利用者数は増加傾向となっています。

その一方で、路線バス、住民バスなどの利用者は、

一部増加傾向の路線はあるものの、全体的に減少傾

向となっています。

　持続的に公共交通を維持するためには、市民が通

勤、通学、買い物などの日常生活において利用しやす

い交通体系の構築や公共交通に関心を持ってもらう

ための利用促進活動など市民が「公共交通を利用し

てみよう」と思える施策を展開する必要があります。

　今後は加速する人口減少などにより、地域住民な

どによる日常生活における公共交通の利用がさらに

縮小し、公共交通ネットワークの維持が厳しくなる

ものと予想されることから、利用率の向上だけでは

なく、財政収支も考慮した取組が必要です。

　本市においては、東日本大震災以降、市街地部や

半島沿岸部における新たな観光資源の整備や、半島

沿岸部と市街地を結ぶイベントの開催なども増加し

ています。市外から訪れた観光客にとっても利用し

やすい交通サービスを提供するため、観光と連動し

た公共交通ネットワークの整備を推進する必要があ

ります。

第 5節 持続可能な公共交通ネットワーク整備の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

5-1 公共交通利用促進事業（小学生等を対象にした公共交通利用セミナー）を展開し、公共交通の利用者の増加を図る。
5-2 充実した公共交通ネットワークを維持し、利便性の高い公共交通体系を維持する。

⇒― 10回

⇒100％ 100％

施策名 施策項目

持続可能な公共交通
体系を構築する

市民生活を支える
公共交通等を
安定的に維持する

　　　　　　　　　　　自ら積極的に公共交通を活用することにより、持続可能な公共交通ネットワークの構
築に努めます。

目標指標 担当課

5-1

5-2

公共交通利用
促進事業
実施回数
（累積）

公共交通
ネットワーク
充足率
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　社会の変化や市民ニーズに対応しつつ、財政収支などの経済面も考慮
した持続可能な公共交通ネットワークを構築します。

●　子どもたちに公共交通利用セミナーなどを開催し、利用者の増加を目
指します。

●　路線バスや住民バス、市民バスなど、地域の多様な輸送資源を維持す
るために、関係団体やバス運行事業者に対する支援を継続します。

●　高齢者をはじめとする住民の移動手段確保のため、デマンド型交通の
導入や地域ささえあいによるカーシェアリングを推進します。

●　移動負担の大きい離島に対しても日常生活の足を確保できる取組を推
進します。

●　各種観光施策と連携した公共交通ネットワークの構築を推進します。
●　ICT技術を活用した、環境に優しく利用しやすい情報を兼ね備えた新た

な公共交通を創出します。

1 持続可能な公共交通
　体系を構築する

2 市民生活を支える
　公共交通等を
　安定的に維持する

市民が
できること

地域振興課

地域振興課

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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関連する
SDGs

　本市を含む東北地方の太平洋沿岸部は、古来より

多くの地震と津波に見舞われており、大地震発生の

可能性が予見されていたのにもかかわらず、東日本

大震災で多くのかけがえのないものを失いました。 

　このことから先人の教訓を活かせなかった事実に

向き合い、今度こそ災害で命を落とす人、それに

よって悲しむ人をひとりでも減らしたいという思い

から、東日本大震災の経験や教訓を伝える震災伝承

事業をソフト・ハードの両面から推進しています。

　東日本大震災の記録について、写真データや地図・

報道機関への提供資料などの収集・整理を行い、「東

日本大震災アーカイブ※宮城（石巻市）」として公開

を行っています。

　また、学術・研究、報道、その他様々な分野にお

いて、東日本大震災後から各種資料の収集・保存が

行われ、出版、研究発表、企画展などで公開されて

います。本市では、東日本大震災後の復興の取組や

東日本大震災の学びに関する情報・記録の発信、慰

霊碑の整備や震災遺構の整備も進めてきました。

　ほかにも、東日本大震災の経験を後世へと受け継

ぎ、児童生徒ひとりひとりが自らの命を守るため、

市内の小・中学校では、石巻市教育委員会制作の防

災副読本・実践事例集及び宮城県教育委員会の教材

を利用するなどして防災教育にも取り組んでいます。

　また、市外からの来訪者に対しては、複数の民間

団体や個人が、語り部として体験談を伝える取組や、

バスなどによる被災地案内、まち歩きなどを通して

震災・防災に関する学びの機会を提供しています。

　しかしながら、時間の経過とともに防災意識の低

下が懸念されています。世界中で気候変動に起因し

た大規模自然災害が増加し、日本国内でも、南海ト

ラフ巨大地震※や首都直下型地震の発生が想定され

ており、今後も、いつどこで東日本大震災のような

大きな災害が発生するか分かりません。 

　東日本大震災で甚大な被災を経験した本市だから

こそできる震災伝承を推進し、経験、教訓を伝え続

けることが必要です。

第 6節 未来につなぐ震災伝承の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒― 50,000件

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

震災伝承を推進する

　　　　　　　　　　　積極的に震災の記憶や教訓を、次の世代へ伝えるとともに、震災によって生まれた人
と人とのつながりを大切にし、支援に対する感謝の気持ちを伝えます。

震災遺構来訪者数（単年） 震災伝承推進室 ―

５年後の目標値
（令和7年度）

138,000人

目標指標 担当課

6-1

震災伝承施設
ホームページ
アクセス件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　各種震災伝承活動を推進し、東日本大震災の経験や教訓を伝承する活
動を推進します。

●　東日本大震災の犠牲となられた方々に対し哀悼の意を捧げるとともに、
夢や希望を持ち復興、発展を遂げていく決意を新たにするため、追悼
式を開催します。

●　震災伝承施設の活用を啓発するとともに、震災伝承を推進する仕組み
づくりに取り組みます。

1 震災伝承を推進する

市民が
できること

震災伝承
推進室

6-1 震災伝承施設のホームページアクセス件数を指標とし、震災伝承を推進する。

震災遺構（門脇小、大川小）来訪者数を指標とし、震災伝承を推進する。

◆施策の体系◆
第 6節　未来につなぐ震災伝承の推進

1 震災伝承を推進する

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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都市と自然が調和し
快適とやすらぎが生まれるまち

第 1節　豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

第 2節　持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進

第 3節　安全安心な住環境と都市機能の整備の推進
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都市と自然が調和し
快適とやすらぎが生まれるまち

第 1節　豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

第 2節　持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進

第 3節　安全安心な住環境と都市機能の整備の推進
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 1節　豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

1 自然環境保全の普及・啓発を行う

2 生活環境を保全する

3 再生可能エネルギー等を有効活用する

第 2章 都市と自然が調和し
快適とやすらぎが生まれるまち

第 1節 豊かな自然環境の保全・生活環境の充実

現状と課題

　本市は、市域の約半分を森林が占め、多種多様な

生物が生息・生育しており、特に国の天然記念物に

指定されるイヌワシのほか、絶滅危惧種※に指定さ

れる希少生物も数多く生息するなど、豊かな自然環

境に恵まれています。また、三陸復興国立公園や県

立自然公園など風光明媚な景観資源も多く、これら

を地域の貴重な財産として次世代に引き継いでいく

ため、自然環境確認調査の定期的な実施や、環境に

配慮した行動を実践できる環境市民の育成が求めら

れています。

　東日本大震災後、本市は復興への取組を進めてき

たことから、公共工事や交通量の増加などに対応す

るための公害対策や、航空自衛隊松島基地の飛行訓

練再開に伴う航空機騒音監視対策について、市民の

生活環境を保全するため、積極的に取り組んできた

ところです。市民が快適な暮らしを営むためには、

騒音・振動・悪臭など公害対策の徹底を図るととも

に、地域における環境美化などの活動も不可欠である

ことから、市民、事業者、行政が一体となって生活環

境に配慮した取組を行うことが求められています。

　地球温暖化による豪雨や干ばつなど異常気象は、

産業活動などに伴って排出される人為的な温室効果

ガス※が要因と考えられており、今後はさらに私た

ちの生活基盤や生態系に大きな影響を与えることが

懸念されているため、世界的規模で地球温暖化対策

を強力に推進することが求められています。

　地球温暖化の有効的な対策の一つとして、再生可

能エネルギー※の活用が挙げられます。再生可能エ

ネルギーとは、石油や石炭、天然ガスなどの限りの

ある資源とは違い、持続的に再生することが可能な

資源を指し、太陽光や風力などがこれに当たり、利

用時に温室効果ガスを排出しないことから、温室効

果ガスの削減に大きく貢献するものと期待されてい

ます。本市においては、地球温暖化防止に関する啓

発や、太陽光発電システムなどの再生可能エネル

ギーの有効活用が求められています。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

⇒7件 10件

⇒192団体 220団体

⇒4,602件 7,250件

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

自然環境保全の
普及・啓発を行う

生活環境を保全する

再生可能エネルギー
等を有効活用する

　　　　　　　　　　　身の周りの自然に興味を持ち、保全活動や自然と親しむ機会を作るとともに、再生可
能エネルギーや地球温暖化に関する講座などに参加することにより知識を深め、太陽光発電システムなどの再
生可能エネルギーを積極的に活用し、環境の保全に努めます。

CO2排出量（単年） 環境課 1,322千t-CO2

５年後の目標値
（令和7年度）

1,166千t-CO2

目標指標 担当課

1-1

環境イベント、
研修等
開催件数
（単年）

太陽光発電
システム等
補助金交付件数
（累積）

清掃奉仕活動
実施団体数
（単年）

環境課

環境課

環境課

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　地域の自然環境を調査し、希少な植物群落などの保全に努めます。
●　市民などと協働して各種イベントを開催し、環境保全に関する意識高

揚のための普及・啓発活動を行います。
●　自然の魅力を広く伝えるとともに、積極的に環境へ配慮した行動がで

きる環境市民の育成を目指します。

●　地域における衛生害虫などの駆除を支援するとともに、狂犬病※予防な
どに努めます。

●　騒音、振動、悪臭などの各種公害の監視体制の強化を図り公害防止に
努めます。

●　清掃奉仕活動や花いっぱい運動などの環境美化活動を推進し、環境美
化意識の高揚に努めます。

●　太陽光発電システムなどの設置に係る支援に努め、温室効果ガス排出
の低減を推進します。

1 自然環境保全の
　普及・啓発を行う

2 生活環境を保全する

3 再生可能エネルギー
　等を有効活用する

市民が
できること

1-2

1-3

地球温暖化を抑制するため、CO2 排出量の縮減を目指し、自然環境の保全を図る。

1-1 環境イベント（環境フェア等）、研修会（市民講座等）を行い市民に対する意識啓発を図る。
1-2 清掃奉仕活動（自治会等）を実施している団体数を増加させ、衛生的環境を推進する。
1-3 太陽光システムの設置に係る支援に努め、再生可能エネルギーの充実に努める。

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 2節　持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進

1 ごみ減量化を推進する

2 再資源化を推進する

第 2節 持続可能な社会を目指すごみの減量化と資源循環の推進

現状と課題

　現代においては、大量生産・大量消費・大量廃棄

型の社会を形成し、地球環境に様々な問題を引き起

こしていることから、環境への負担ができるかぎり

低減された「循環型社会」への転換が求められてい

ます。

　このことは、単に燃やして埋める処理から、トー

タルの視点でのごみの減量化と適正処理への転換が

求められており、3R（発生抑制（Reduce）、再使用

（Reuse）、再生利用（Recycle））の取組による各種

施策を展開しています。

　この取組により、家庭ごみの排出量は減少傾向

にありますが、事業ごみについては、東日本大震

災後の復興事業の活発化により増加傾向となって

います。

　ごみ減量化・資源化については、排出者である事

業者や市民ひとりひとりの意識で大きく左右するこ

とから意識啓発への取組が重要です。

　本市においても様々な啓発活動を展開していま

すが、ポスターの掲示や冊子などの配布だけでは高

い効果が得られないため、様々なメディアを活用す

るなど、有効的な啓発活動を進めていく必要があり

ます。

　プラスチックごみによる地球規模の環境汚染への

対策が求められている中で、生活様式の変化に伴う

ワンウェイプラスチック※などの増加も懸念される

ことから、プラスチックごみの削減に向けて、国県

など関係機関と連携した抜本的な取組を進める必要

があります。

　こうした社会情勢を踏まえ、持続可能な循環型

社会の実現に向けて、市民、事業者、行政などの

連携のもと、より効果の高い 3R の推進による廃棄

物の減量化・資源化の取組を展開していく必要が

あります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒12.1% 14.9%

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

⇒
ごみ減量化を
推進する

再資源化を推進する

　　　　　　　　　　　ごみ捨てのルールを守り、ごみ問題への意識を高め、リサイクルなどを率先して行い、
循環型社会につながるライフスタイルの構築に努めます。

ごみ総量（単年） 廃棄物対策課 55,042t

５年後の目標値
（令和7年度）

47,838t

目標指標 担当課

2-1

2-2

市民一人
あたりの
ごみ排出量
（単年）

家庭系ごみ
リサイクル率
（単年）

1,054ｇ　 980ｇ

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　ごみ排出に係る調査・研究を行い、本市の特性に応じた対策を推進し
ます。

●　ごみ発生抑制に関する啓発活動を進め、ごみの排出量削減に係る市民
の意識醸成を推進します。

●　各種助成事業による、ごみの再資源化を推進し、ごみ排出量の削減を
推進します。

●　ごみの分別徹底などを推進し、資源の有効活用を進め、資源循環型社
会を構築します。

1 ごみ減量化を
　推進する

2 再資源化を推進する

市民が
できること

廃棄物対策課

廃棄物対策課

人・日 人・日

ごみの減量化、資源循環を推進し、ごみ総量（家庭系ごみ、事業系ごみ等）の減少を図る。

2-1 市民の意識醸成、再資源を促進し、市民一人あたりのごみ排出量を減らす。
2-2 ごみの分別などを徹底し、家庭系ごみのリサイクル率を向上する。
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関連する
SDGs

第 3節 安全安心な住環境と都市機能の整備の推進

現状と課題

　時代の変化や市民ニーズに対応した住環境と都

市機能の整備は、持続可能な自治体運営を推進して

いくうえで非常に重要な役割を果たしており、安全

安心な住環境と都市機能の整備は、市民生活の基盤

を担い、市民が快適に暮らすための根幹となるもの

です。

　こうしたことから、地方自治体においては、地域

を取り巻く環境、市民が必要としている公共施設機

能を把握し、適切な計画を策定することにより、住

環境及び都市機能を整備する必要があります。

　東日本大震災後も全国各地で大きな地震が発生し

ており、引き続き地震に対する備えは重要になって

います。本市では、木造住宅耐震診断※や耐震改修

工事の実施をはじめ、住宅の耐震に対する意識向上

を図るための戸別訪問による啓発などを通じて、木

造住宅の耐震力向上に取り組むとともに、道路に面

した危険ブロック塀について、除却費用の一部助成

を実施することにより、地震時などのブロック塀の

倒壊による事故の未然防止に努めてきました。さら

に、近年では集中豪雨により土砂災害が多く発生し

ていることから、被害の軽減に向けて、急傾斜崩壊

危険区域の工事を推進しています。

　本市では東日本大震災により多くの市民の住家が

被災したことから、住まいの再建を推進し、これに

より 4,456 戸の復興公営住宅※の整備と、家賃低減

化などにより被災者の生活の安定を図る施策を展開

してきました。

　今後は、人口減少などにより、管理戸数が必要戸

数を大きく上回ることが予想されており、東日本大

震災以前に整備された市営住宅では、耐用年限を経

過した住宅が多くあることから、復興公営住宅など

への移転推進と、耐用年限の経過した市営住宅の用

途廃止に取り組み、適正な管理戸数の管理に取り組

むことが必要です。

　近年、適切な管理が行われていない空き家などが

年々増加し、地域住民の生活環境に影響を及ぼして

います。本市では実態調査、所有者への意向調査、

無料相談会などを実施してきました。地域の防犯や

良好な環境維持の面から、今後も引き続き、除却や

有効活用の推進に取り組む必要があります。

　道路・橋りょうは交通の大動脈となり、市民の日

常生活や経済活動などを支える非常に重要なもので

す。本市は東日本大震災により、多くの道路・橋りょ

うが被災したことから、自然災害などに対応した安

全な道路・橋りょう整備を推進してきました。

　道路については、三陸沿岸道路が八戸までほぼ全

線開通し、石巻から仙台間についても 4 車線化が実

現しました。また、主要幹線道路については、女川・

牡鹿方面と石巻女川インターチェンジなどを結ぶ国

道 398 号石巻バイパスが稲井小学校付近まで供用さ

れ、国道 108 号石巻河南道路の計画も進みました。

　その一方で、東日本大震災以前からの課題である

石巻新庄道路については、事業化に至らず、今後も

要望活動を推進し、早期事業化を目指す必要がある

ほか、市内の道路についても、市民ニーズを把握し

適切に整備を推進する必要があるとともに、老朽化

対策に努める必要があります。

　橋りょうについては、老朽化が深刻であり、建

設後 50 年を経過するものが、10 年後には約 83％、

20 年後には約 91％に達する見込みであることから、

長寿命化への取組が急務となっています。

　幅員 4m 未満の狭隘※な生活道路について、緊急

時の市民の安全確保などのため、当該道路に接する

土地の所有者などが実施した拡幅整備に対して、工
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◆施策の体系◆
第 3節　安全安心な住環境と都市機能の整備の推進

1 持続可能な生活基盤整備を推進する

2 災害に対する備えを充実させる

3 安全安心な公営住宅を提供する

4 空き家対策を強化する

5 道路整備を推進する

6 公園整備を推進する

7 下水道等の整備を推進する

8 河川・港湾の整備を推進する

事費用の一部助成を実施してきました。今後も、安

全で良好な市街地形成と住環境整備を図るため、土

地所有者などの理解を求め、拡幅整備を実施してい

く必要があります。

　公園は市民の憩いの場となり、豊かな市民生活を

送るうえで重要な施設の一つです。東日本大震災に

よる公園施設災害復旧事業や区画整理地内に整備さ

れた公園により増加となりましたが、市民ひとり当

たりの公園面積は 11.7㎡と、全国の 10.6㎡と比べる

と同水準、宮城県の 19.4㎡と比べると低い水準となっ

ています。良好な都市環境を形成するため、求めら

れる公園機能に配慮しつつ、長期的な観点に立って

公園を計画的に整備していく必要があります。

　その一方で、施設の老朽化が進んでいる公園が増

加傾向にあることから、計画的な施設の修繕により

長寿命化に取り組む必要があります。

　下水道施設は、降雨時の冠水※被害の防止や衛生的

な生活環境を維持するために必要不可欠な施設です。

　雨水排水施設は、東日本大震災による地盤沈下の

影響から降雨時の冠水が問題となり、整備を推進し

てきましたが、近年の大規模な台風や集中豪雨の発

生で排水施設の重要性が以前にも増して高まってお

り、施設の早期完成を目指す必要があります。

　汚水は、下水道普及率が令和元年度末時点で

72.2% と、全国平均の 79.7% や宮城県平均の 82.5%

と比べて低い水準です。

　引き続き下水道事業を推進するとともに、下水道

整備地区以外の地区では浄化槽の設置を促進し、生

活環境の向上を推進する必要があります。

　本市の河川は、治水対策、都市環境及び生活環境

の保全のうえで重要な役割を果たしており、引き続

き機能充実を図るため、今後も関係機関と連携し北

上川下流域の河川整備を推進する必要があります。

　港湾については、東日本大震災により甚大な被害

を受けましたが、石巻港では災害復旧工事が完了し、

全ての埠頭が利用可能となりました。また、平成 24

年には国際拠点港湾※「仙台塩釜港（石巻港区）」と

して新たなスタートを切りました。今後も関係機関

と連携し施設整備と利活用を推進する必要があり

ます。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒― 100%

⇒100件 100件

⇒― 110件

⇒― 100件

⇒90％ 100％

⇒― 40件

⇒81.0％ 100％

⇒395万ｔ 500万ｔ

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

持続可能な生活基盤
整備を推進する

住み続けたいと思う市民の割合
（単年）

ＳＤＧｓ
地域戦略推進室

81.0％

５年後の目標値
（令和7年度）

85.0％

目標指標 担当課

3-1
立地適正化
計画進捗率
（累積）

都市計画課

災害に対する備えを
充実させる 3-2

危険ブロック塀
等除却事業
助成件数
（単年）

建築指導課

安全安心な公営住宅
を提供する 3-3

移転計画に
基づく市営住宅
から復興公営
住宅への移転
世帯数（累積）

住宅課

空き家対策を
強化する 3-4

空き家バンク
登録戸数
（累積）

住宅課

道路整備を推進する 3-5
道路修繕
予算執行率
（単年）

道路第１課

公園整備を推進する 3-6
公園長寿命化
更新件数
（累積）

都市計画課

下水道等の整備を
推進する 3-7

下水道復興
事業進捗率
（累積）

下水道建設課

河川・港湾の整備を
推進する 3-8

石巻港
取扱貨物量
（単年）

河川港湾課

住環境・都市機能の整備を推進し、本市に住み続けたいと思う市民の割合を増やす。

3-1 立地適正化計画（コンパクトシティ・プラス・ネットワーク）の進捗により持続可能な生活基盤を整備する。
3-2 危険ブロック塀等除却事業助成件数を増加させ、災害に対する備えを充実させる。
3-3 既存の市営住宅から復興公営住宅への移転件数を増加させ、安全安心な公営住宅を提供する。
3-4 空き家バンク（空き家物件情報をＨＰ上などで提供する仕組）の登録戸数を増加させ、空き家対策を強化する。
3-5 道路修繕予算の執行率を向上させ、道路の整備を推進する。
3-6 公園長寿命化（維持・補修等整備）を目的とした整備を推進する。
3-7 下水道復興事業（地盤沈下等による雨水排水設備事業等）を推進する。
3-8 国・県等、関係機関と連携し、石巻港の取扱貨物量を増加させる。
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施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　石巻市都市計画マスタープラン※に基づき、都市機能が拡散することの
ないコンパクトな都市拠点の形成とそれらをネットワークする都市づ
くりを推進します。

●　ユニバーサルデザイン※の考え方に基づき、全ての人々が住みやすいま
ちづくりを推進します。

●　木造住宅の耐震診断と耐震改修への支援を推進し、地震時における被
害の軽減を図ります。

●　災害時の避難に備え、道路に面するブロック塀の倒壊による事故を未
然に防止し、通行人の安全を確保するため、危険度の高いブロック塀
などの除去を推進します。

●　急傾斜地崩壊危険区域などの災害発生危険度の高い箇所における防災
対策工事を促進します。

●　災害の未然防止を図るため、がけ地の崩壊等による自然災害のおそれ
の高い土地から居住者自身の自助努力による住宅の移転を支援します。

1 持続可能な生活基盤
　整備を推進する

●　管理不全状態の空き家については、適切な管理指導を図るとともに、
活用可能な空き家については、有効活用に向けた取組を推進します。

4 空き家対策を
　強化する

2 災害に対する備えを
　充実させる

●　本市と市外を結ぶ広域幹線道路である石巻新庄道路や市内各地域を結
ぶ主要幹線道路である国道・県道の整備促進について、国・県などの
関係機関への働きかけを行い、整備促進を図ります。

●　地区内の交通の円滑化と防災機能の向上、歩行者の安全性確保、さら
には地区外との道路交通体系を形成するための生活幹線道路網の整備
を推進します。

●　身近な生活道路について、歩行者の安全性確保や交通の円滑化を図る
ために、狭隘な区間などの拡幅や歩車分離、側溝の整備などを推進し
ます。

●　私道について、舗装や側溝などの整備を支援します。
●　歩行者が多く行き交う道路や災害時の避難路などについて、バリアフ

リー化を推進します。
●　道路や橋りょう、トンネルなどの安全性や信頼性を確保するために、
計画的な修繕により施設の長寿命化を図ります。

5 道路整備を推進する

●　将来の需要見通しなどを踏まえた、計画的な公営住宅の維持保全を推
進します。

●　復興公営住宅入居者の生活の安定確保と、個々の実情に応じた家賃助
成などの支援を進めます。

●　既存の市営住宅について、復興公営住宅などへの移転を推進すること
により、耐用年限の経過した住宅の用途廃止を進め、適正な管理戸数
の確保と復興公営住宅の有効活用に努めます。

3 安全安心な公営住宅
　を提供する

　　　　　　　　　　　公共施設を積極的に利用し、利用した感想などの情報を発信することにより、施設サー
ビスの向上や、利用者数が増加するよう努めます。

市民が
できること
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施策名 施策の概要

●　近年多発する豪雨災害などから市民の健康と財産を守り、地域の生活
環境の改善と公衆衛生の向上を図るために、排水路の整備、雨水排水
ポンプの設置などの排水対策を推進します。

●　市街地などにおいて、生活環境の改善や公共用水域の水質保全と公衆
衛生の向上を図るために、公共下水道の整備を推進します。

●　下水道事業の区域外における生活排水流入による公共用水域の水質保
全と公衆衛生の向上を図るために、浄化槽の整備を促進します。

●　北上川下流域の河川整備の促進及び石巻港の整備・利用の促進につい
て、国・県などの関係機関へ働きかけを行い、整備の促進を図ります。

7 下水道等の整備を
　推進する

8 河川・港湾の整備を
　推進する

●　多世代が利用する都市公園については、利用者のニーズに即した公園
施設の整備・充実とルールづくりに取り組みます。

●　公園施設の安全確保と機能保全を図りつつ、維持管理経費の縮減及び
平準化を図るため、施設点検や維持管理などの予防保全を計画的に行
い、施設の長寿命化を推進します。

●　公園愛護会の結成促進など、地域とともに公園の適正な維持管理に取
り組みます。

6 公園整備を推進する
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共に支え合い誰もが生きがいを持ち
自分らしく健康に暮らせるまち

第 1節　安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実

第 2節　生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実

第 3節　共に安心して暮らせる障害福祉の充実

第 4節　誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進

第 5節　みんなが共に支え合う地域共生社会の実現

第 3章
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共に支え合い誰もが生きがいを持ち
自分らしく健康に暮らせるまち

第 1節　安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実

第 2節　生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実

第 3節　共に安心して暮らせる障害福祉の充実

第 4節　誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進

第 5節　みんなが共に支え合う地域共生社会の実現

第 3章



関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 1節　安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実

1 妊娠から出産、子育て期における切れ目のない支援を行う

2 子どもを産み育てやすい環境づくりを推進する

3 子どもが安心して過ごせる環境を整備する

第 3章 共に支え合い誰もが生きがいを持ち
自分らしく健康に暮らせるまち

第 1節 安心して妊娠・出産・子育てができる環境の充実

現状と課題

　近年、全国的に人口減少、少子高齢化が加速化し

ています。出生数の減少は、人口減少・少子高齢化

問題の大きな原因であり、今後もこうした状況が続

くようであれば、将来的に地域社会の持続に支障を

きたす可能性があります。

　本市の近年の出生数は平成 27 年までは年間約

1,000 人程度で推移していましたが、令和元年には

787 人となり、大幅な減少となっています。本市の

合計特殊出生率※は、令和元年時点では 1.25 人と宮

城県平均の 1.23 人より高いものの、全国平均の 1.36

人よりは低くなっています。

　こうした状況を踏まえ、今後も幅広い支援が必要

であり、妊娠から出産、乳幼児の各種健診・助成を

充実させるとともに、情報発信や相談事業などを行

うことにより、安心して妊娠から出産、子育てがで

きる取組を継続して行う必要があります。

　さらに、近年では、核家族の増加、地域における

コミュニケーションの希薄化、子どもを取り巻く環

境の複雑化などにより、子育ての孤立化や精神的な

負担感の増大などが懸念されるため、地域で子育て

家庭を支える環境が求められています。

　こうしたことから、子どもたちを心身ともに健全

で、かつ地域全体で育てられるよう、子育てに関す

るアドバイスなどを多方面から受けられる環境づく

りや、就業しながら子育てをしやすいよう、地域ぐ

るみで子育て世帯のサポートができる体制づくりを

行うとともに、保育施設の利用ニーズに対応するた

め、保育士の確保や民間の保育所に対する補助金の

助成などにより、課題となっている待機児童の解消

を図る必要があります。

　妊娠から出産、子育てに関する課題は多岐にわ

たっています。地域の実情に応じた様々なニーズを

包括的に把握し、切れ目のない支援を行うことによ

り、自分が暮らすまちで安心して子どもを産み、育

てることに希望が持てる環境づくりを推進する必要

があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒合計特殊出生率（単年） SDGｓ
地域戦略推進室 1.25

５年後の目標値
（令和7年度）

1.52

子育て環境の充実を推進する施策を展開し、合計特殊出生率（一人の女性が出産可能とされる 15 歳から 49 歳までに
産む子供の数の平均）の向上を目指す。

⇒98.3％ 98.5％

⇒3箇所 4箇所

施策名 施策項目

妊娠から出産、子育
て期における切れ目
のない支援を行う

子どもを産み育て
やすい環境づくり
を推進する

子どもが安心して
過ごせる環境を
整備する

　　　　　　　　　　　妊娠から出産、子育てなどに関する知識の情報交換ができる機会を創出し、自分の経
験を妊婦や子育て世代に伝えることにより、妊娠から出産、子育てまでの不安を解消するよう努めます。

目標指標 担当課

1-1

1-3

1-2

新生児訪問事業
（乳児全戸訪問事業）
実施率（単年）

保育施設及び
放課後児童クラブ
待機児童数
（単年）

子育て世代包括
支援センター
相談窓口設置数
（累積）

子ども保育課

健康推進課

子育て支援課

⇒保育施設 12人
児童クラブ170人

保育施設 0人
児童クラブ 0人

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　妊産婦や乳幼児をはじめとして、一貫した健康づくりを推進するため、
出産育児に関する情報提供・相談体制の整備、乳児健康診査の実施、
産婦・新生児訪問指導など、母子保健の総合的なサービスの充実を図
ります。

●　妊娠時の異常の早期発見、早期治療などを図り、安心して出産ができ
るよう、妊婦健康診査の経済的な負担軽減に取り組みます。

●　不妊治療を受ける夫婦の経済的・精神的負担の軽減を図るため、特定
不妊治療に係る経済的な支援を推進します。

●　経済的理由により入院助産を受けることができない家庭に対しての支
援を実施します。

●　妊娠から出産後も安心して子育てできるよう、心身のケアや育児のサ
ポートなどの支援を推進します。

1 妊娠から出産、
　子育て期における
　切れ目のない
　支援を行う

市民が
できること

1-1 新生児の訪問事業（保健師による生後４ヶ月未満の赤ちゃんがいる世帯への訪問事業）の実施率を向上させ、子
　　育て期の支援を充実させる。
1-2 子育て世代包括支援センター（子育て相談窓口）の窓口設置箇所を増やし、子育て環境を充実させる。
1-3 保育施設等の待機児童数を減少させ、子育て環境を充実させる。

第
1
編

第
2
編

第
3
編

第
4
編

第
5
編

第 2編　総合計画基本計画　　第 3章　共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮らせるまち

43



施策名 施策の概要

●　一時保育、延長保育、夜間保育、休日保育、病後児保育、障害児保育、
幼保一体化など保育ニーズの多様化に対応した環境を整備します。

●　放課後児童クラブを必要とする子どもがサービスを受けられるよう、
利用ニーズにあった環境を整備します。

●　子どもが地域の中で健やかに成長できるよう、安心して過ごせる子ど
もの居場所づくりを推進します。

●　石巻市子どもの権利に関する条例に定められている子どもが生まれな
がらに持っている、安全に安心して生きる権利、自分らしく育つ権利、
自分を守り、守られる権利、社会へ参加する権利や適切な支援を受け
る権利について、啓発活動を推進します。

3 子どもが安心して
　過ごせる環境を
　整備する

●　妊娠から出産、子育て期までを包括的に支援する子育て世代包括支援
センターや産後ケアなどの各種支援事業を充実させるほか、子育て応
援アプリなどを活用し、積極的な情報発信に努めます。

●　家庭における家事負担や子育て負担の協力のほか、企業などの育児休
業取得に向けた環境整備の協力、地域における子育て家庭への理解促
進など、ワーク・ライフ・バランスを推進します。

●　児童手当や児童扶養手当、子ども医療費助成の対象年齢拡充など子育
て世代への経済的支援の充実に努めます。

●　ひとり親家庭への経済的支援のほか、経済的な自立を促進するための
教育訓練や資格取得など支援の充実に努めます。

●　養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師、助産師、ホー
ムヘルパー※などがその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言などを
行います。

2 子どもを産み育て
　やすい環境づくり
　を推進する
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 2節　生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実

1 高齢者の生きがいづくりを推進する

2 介護予防等の取組を推進する

3 高齢者の生活支援を推進する

第 2節 生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実

　近年、高齢化が急速に進行し、本市では、新石巻

市として合併した年度である平成 18 年 3 月末時点

での高齢化率※は 24.2％となっていました。高齢化

率が人口の 21％を占めている社会は「超高齢社会」

と定義されており、本市は合併年度末の時点で既に

超高齢社会に突入していたと言えます。

　その後の本市の高齢化率は、東日本大震災が発生

した平成 23 年 3 月末時点を除き上昇の一途をたど

り、令和 2 年 3 月末時点では 33.0％となっています。

その要因としては、少子化により高齢者を支える人

口が増加しないことによるものであり、現時点で高

齢化の進展は避けられない現実となっています。

　このような超高齢社会の中、本市ではこれまでも

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、在宅福祉

や在宅介護サービスの充実に努めるとともに、老人

福祉施設や介護保険施設の基盤整備など各種事業の

実施に取り組んでまいりました。

　しかし、今後は人口減少や、令和 7 年には、いわ

ゆる団塊の世代※が 75 歳以上となり介護サービス

をはじめ各種高齢者福祉サービスの需要と供給がア

ンバランスになることや、サービスの質の確保など

様々な課題が予想されており、高齢者が要介護者に

なることを未然に防ぐ、介護予防に対する取組が以

前にも増して重要なものとなっています。

　また、高齢者の心身の健康の維持、向上を図るた

めには、日々の生活の中で生きがいを持って暮らす

ことが必要であり、高齢者が気兼ねなく地域社会へ

参加できる仕組みや地域の貴重な人材として活躍で

きる場を構築するなど、生きがいを持ち自分らしく

暮らせる環境を整備していく必要があります。

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒4,853人 6,320人

⇒185回 480回

⇒885件 1,190件

施策名 施策項目

高齢者の生きがい
づくりを推進する

目標指標 担当課

2-1

生きがいと
創造事業
受講者数
（単年）

福祉総務課

介護予防等の取組を
推進する 2-2

機能訓練
訪問事業訪問
延べ回数
（単年）

介護保険課

高齢者の生活支援を
推進する

2-3
高齢者在宅
福祉サービス
事業利用者件数
（単年）

福祉総務課

　　　　　　　　　　　高齢者サロンやお茶会を開催し、高齢者だけでなく若者も参加できるような機会を作
ることにより幅広い世代が交流する機会を創出します。また、住民同士が積極的にあいさつを交わすことなど
により、地域で高齢者を見守る環境を構築します。

市民が
できること

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　地域における各種サロン活動の支援やデイサービス事業の実施により、
高齢者の自立生活の助長、心身の機能維持の向上を図るとともに、社
会的孤立の解消を目指します。

●　高齢者の余暇を利用した創造的活動や趣味を活用した各種教養講座を
実施するとともに、地域における老人クラブ活動の支援を行い、高齢
者の生きがいの創出や社会参加を推進します。

●　高齢者の方々を称え、敬老の意を表する事業を展開することで、高齢
者への関心を深め高齢者福祉に対する意識の向上を図ります。

1 高齢者の生きがい
　づくりを推進する

高齢者に対する各種施策を展開し、「生きがい」を持ちながら暮らす高齢者の割合を増やす。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒「生きがい」を持ちながら暮らして
いる高齢者の割合（単年）

福祉総務課 67.7％

５年後の目標値
（令和7年度）

80.0％

2-1 生きがいと創造事業（60 歳以上。創造活動と趣味を活用した生きがいづくりを目的とする講座　陶芸、木工など）
　  の受講者数を増加させ高齢者の生きがいづくりを推進する。
2-2 機能訓練訪問事業（訪問指導員による相談、指導等）の回数を増やし、介護予防を推進する。
2-3 高齢者在宅福祉サービス事業（寝具洗濯、バリアフリー補助、タクシー券、電話番号貸与、訪問理美容）利用者
　　数を増加させ、高齢者の生活支援を図る。

第
1
編

第
2
編

第
3
編

第
4
編

第
5
編

第 2編　総合計画基本計画　　第 3章　共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮らせるまち

46



施策名 施策の概要

●　療養上の保健指導が必要と認められる高齢者及びその家族に対し、指
導員が訪問し、必要な指導を行うことにより、心身機能の低下防止と
健康の保持増進を図ります。

●　高齢者の通いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するこ
とにより、高齢者などの社会的孤立の解消、心身の健康保持及び介護
予防と地域の支え合い体制づくりを推進します。

●　高齢者を対象に、専門スタッフによる介護予防教室などを実施し、地
域で介護予防に関する意識と方法を生活に取り入れることにより、生
活機能低下の防止を図ります。

●　認知症が疑われる人やその家族を対象とした早期診断・早期対応に向
けた支援や、一般住民を対象とした認知症講演会などを実施します。

●　在宅で介護予防のためのリハビリテーション支援が必要な個人及び住
民主体による自主活動を行っている団体などに対し、リハビリ専門職
を派遣し、訪問指導、集団運動指導、個別相談を行います。

●　理学療法士※と連携しながら、看護師などが在宅で短期集中的に相談・
指導を行うことで、高齢者の体力の改善や日常生活動作などの改善を
支援します。

●　介護職員の処遇改善や労働環境の整備について、関係機関への要望活
動を推進します。

2 介護予防等の取組を
　推進する

●　住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、きめ細やか
な在宅福祉サービスの充実と高齢者と家族への支援を推進します。

●　在宅の高齢者を介護している家族の精神的、または経済的負担を軽減
するための支援を行うことにより、在宅生活の継続と向上を図ります。

●　ひとり暮らし高齢者などの生活の質の向上を図るため、見守りと配食
サービスを提供し、日常の食生活を支援します。

●　在宅のひとり暮らし高齢者の日常生活の安全を確保するとともに、精
神的な不安を解消するため、緊急通報システム機器を貸与し、緊急事
態に迅速な対応ができる体制を整備します。

●　在宅で日常生活を営むのに支障がある人に対して、心身の状況、その
置かれている環境の状況把握に努め、老人ホームへの入所措置を図る
などの支援に取り組みます。

●　判断能力が不十分な高齢者の福祉増進を図るため、専門機関と連携し
ながら高齢者保護及び権利擁護の支援に努めます。

3 高齢者の生活支援を
　推進する
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 3節　共に安心して暮らせる障害福祉の充実

1 障害者の自立と社会参加への支援を行う

2 相談・地域生活支援体制を構築する

現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒障害福祉サービス利用人数
（単年）

障害福祉課 1,524人

５年後の目標値
（令和7年度）

1,800人

障害福祉サービス（介護、援護、就労支援、生活援助）の利用人数を増やし、障害福祉環境の充実を図る。

⇒210人 235人

⇒12,649件 13,000件

施策名 施策項目

障害者の自立と
社会参加への
支援を行う

相談・地域生活支援
体制を構築する

　　　　　　　　　　　障害者に対する理解を深め、市民が日頃から障害者とコミュニケーションがとれる関
係づくりに努めます。また、事業者においては、障害者が楽しく生き生きと働ける環境づくりに努めます。

目標指標 担当課

3-1

3-2

共同生活援助
（グループホーム）
実利用人数
（単年）

障害者
相談支援件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　個人の状況に応じ継続した福祉・保健・医療に関する、様々なサービ
スが受けられるよう各種支援体制の充実を図り、関係機関との連携を
推進します。

●　地域における障害者の自立と社会参加の促進を図るため、就労支援や
日中活動の場を提供します。

●　屋外での移動が困難な障害者の自立生活・社会参加を促進するため、
外出の際の移動支援の充実、スポーツや文化活動において参加しやす
い場の提供に努めます。

●　障害による差別をなくし、支え合う共生社会の実現のため、地域住民
に対して障害者の日常生活及び社会生活への理解を深めるための研修･
啓発事業や交流・体験事業、ボランティアの育成を行います。

●　生活の様々な機会で障害にかかわらず、本来あるべき権利を侵害され
ることのないよう、成年後見制度の利用支援・虐待防止対策の推進な
どにより権利擁護に努め、安心して暮らせる地域社会づくりを推進し
ます。

●　障害者にとって必要な情報の提供や権利擁護のための、相談体制の充
実を図ります。

●　障害者基本法※に規定する「障害者計画」、障害者総合支援法※に規定す
る「障害福祉計画」及び児童福祉法※に規定する「障害児福祉計画」を
策定し、各計画に基づいた障害福祉施策を推進します。

1 障害者の自立と
　社会参加への
　支援を行う

2 相談・地域生活支援
　体制を構築する

市民が
できること

障害福祉課

障害福祉課

3-1 共同生活援助（グループホーム利用より社会参加を促す）の利用者数を増やすことにより、障害者の自立と社会
　  参加を推進する。
3-2 相談・支援体制を充実させ、障害者相談支援件数を増やし、必要な情報の提供、権利擁護を行う。

　わが国では、全ての人が障害の有無にかかわらず、

相互に人格・個性を尊重し、支え合い、地域で生き

生きと明るく豊かに暮らしていける「地域共生社会」

の実現を目指し、障害のある人の自立及び社会参加

の支援などのための施策を推進しています。

　平成 28 年 4 月に施行された「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第

65 号）」では、障害を理由とする差別的取り扱いの

禁止や合理的配慮の提供など、障害者差別解消に関

しての基本的な方向や事項が定められ、様々な取組

が進められています。

　このような中、本市においても、障害の有無によっ

て分け隔てられることなく、共に安心して暮らせる

福祉のまちづくりを推進することを目的に「石巻市

障害のある人もない人も共に安心して暮らせる福祉

のまちづくり条例」を平成 30 年 4 月に施行し、条

例の理念に基づき障害者施策に取り組んでいます。

　また、石巻市第 4 次障害者計画では、「誰もが認

めあい、支えあいながら、安心して自分らしく暮ら

せる共生のまちづくり」を基本理念に、障害への理

解の促進と支え合う市民意識を醸成し、障害のある

人を取り巻く「社会環境の改善」や「福祉的支援体

制の充実」を推進するための施策の方向性を明らか

にしています。

　こうしたことから、本市では、障害のある人が自

立した生活を送るため、移動支援、日中一時支援、

訪問入浴サービス、地域活動支援センター事業など

の生活支援や相談支援を行っています。相談支援に

おいては、基幹相談支援センターを設置し、総合的・

専門的な相談支援や相談支援事業者に対する指導助

言、人材育成支援など地域の相談支援体制を強化す

る取組を行うなど、重層的な相談支援体制を整備し

ています。

　近年は、障害のある人が住み慣れた地域において

自立した生活を継続できるよう、ライフステージ※に

応じた切れ目のない支援体制が求められています。

　そのためにも、既存の障害福祉サービスなどの充

実を図るとともに、障害に関しての理解促進、就労

支援や地域生活支援の充実、障害者の社会・文化活

動などへの参加に向けた支援、そして地域において

住民同士でサポートする仕組みの構築に取り組む必

要があります。

第 3節 共に安心して暮らせる障害福祉の充実

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒障害福祉サービス利用人数
（単年）

障害福祉課 1,524人

５年後の目標値
（令和7年度）

1,800人

障害福祉サービス（介護、援護、就労支援、生活援助）の利用人数を増やし、障害福祉環境の充実を図る。

⇒210人 235人

⇒12,649件 13,000件

施策名 施策項目

障害者の自立と
社会参加への
支援を行う

相談・地域生活支援
体制を構築する

　　　　　　　　　　　障害者に対する理解を深め、市民が日頃から障害者とコミュニケーションがとれる関
係づくりに努めます。また、事業者においては、障害者が楽しく生き生きと働ける環境づくりに努めます。

目標指標 担当課

3-1

3-2

共同生活援助
（グループホーム）
実利用人数
（単年）

障害者
相談支援件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　個人の状況に応じ継続した福祉・保健・医療に関する、様々なサービ
スが受けられるよう各種支援体制の充実を図り、関係機関との連携を
推進します。

●　地域における障害者の自立と社会参加の促進を図るため、就労支援や
日中活動の場を提供します。

●　屋外での移動が困難な障害者の自立生活・社会参加を促進するため、
外出の際の移動支援の充実、スポーツや文化活動において参加しやす
い場の提供に努めます。

●　障害による差別をなくし、支え合う共生社会の実現のため、地域住民
に対して障害者の日常生活及び社会生活への理解を深めるための研修･
啓発事業や交流・体験事業、ボランティアの育成を行います。

●　生活の様々な機会で障害にかかわらず、本来あるべき権利を侵害され
ることのないよう、成年後見制度の利用支援・虐待防止対策の推進な
どにより権利擁護に努め、安心して暮らせる地域社会づくりを推進し
ます。

●　障害者にとって必要な情報の提供や権利擁護のための、相談体制の充
実を図ります。

●　障害者基本法※に規定する「障害者計画」、障害者総合支援法※に規定す
る「障害福祉計画」及び児童福祉法※に規定する「障害児福祉計画」を
策定し、各計画に基づいた障害福祉施策を推進します。

1 障害者の自立と
　社会参加への
　支援を行う

2 相談・地域生活支援
　体制を構築する

市民が
できること

障害福祉課

障害福祉課

3-1 共同生活援助（グループホーム利用より社会参加を促す）の利用者数を増やすことにより、障害者の自立と社会
　  参加を推進する。
3-2 相談・支援体制を充実させ、障害者相談支援件数を増やし、必要な情報の提供、権利擁護を行う。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 4節　誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進

1 健康づくりを推進する

2 地域医療体制を充実させる

　わが国では、医療の進歩や生活水準の向上などに

より平均寿命は急速に伸び、世界における長寿国と

なりました。

　しかし、近年では、少子高齢化の進展、人口減少

の加速化など生活や社会環境が大きく変化し、がん、

心疾患、脳血管疾患、糖尿病をはじめとする生活習

慣病や認知症、寝たきりを含めた要支援・要介護者

の増加など、今後も深刻な社会的問題が進行してい

くと予測されています。地方自治体においては、市

民が健康で自立した生活を送れる期間である「健康

寿命」を延ばすことと、地域の実情に応じて、市民

に対して常に安定した医療が提供できる体制を構築

する必要があります。

　感染症は身近な問題であり、近年においても、重

症急性呼吸器症候群（SARS）、高病原性鳥インフ

ルエンザウイルスなどが発生しています。特に令和

元年に発生した新型コロナウイルス感染症※は世界

中で猛威を振るっており、最近では世界各地で変異

株が発生し、国内でも感染の中心になるなど依然と

して対策が必要です。

　本市の死亡原因は、がんや心疾患を含む生活習慣

病※が 5 割を超えています。東日本大震災以降に低

下した本市国民健康保険特定健康診査受診率は上

昇傾向ではあるものの、平成 30 年度においては、

41.3% と宮城県平均の 43.8% より低い状況にありま

す。健診結果においては肥満やメタボリックシンド

ローム※該当者が全国、宮城県よりも高く、生活習

慣病予防が課題となっています。

　また、東日本大震災後の被災者を取り巻く新たな

環境の変化でストレスを抱えている市民が多くなっ

てきており、復興公営住宅などへの入居後、体調面

や不眠、抑うつ状態が悪化している傾向にあります。

本市の自殺死亡率は平成 25 年度をピークに全国や

宮城県より高い水準で推移していることから、保健、

医療、福祉、教育、就業などを所掌する部署が連携

し、全庁的な自死対策が必要です。

　このような現状を市民が理解し、健康で長生きす

るための意識を高めることが必要であり、自分に

合った正しい生活習慣の習得や、病気の予防・早期

発見のための予防接種や定期健（検）診の受診など、

普段から健康づくりに対する意識の向上を図る必要

があります。

　また、地域医療を取り巻く環境は、医師不足など

厳しい状況が続いており、今後も人口減少や少子高

齢化の進展に伴い、医療需要が大きく変化すること

が見込まれます。

　特に、本市においては、東日本大震災により石巻

市立病院、夜間急患センター、雄勝診療所、寄磯診

療所の新築などハード面での大きな変化や、半島沿

岸部から内陸部への人口移動による市域内での人口

構成の変化など、東日本大震災前と比較すると大き

く変化しています。

　こうした社会情勢の変化のほか、住民の医療ニー

ズの変化や休日・夜間の医療体制などの救急時にお

ける医療ニーズなどにも対応可能な地域医療体制を

構築する必要があります。

第 4節 誰もが元気に暮らせる心と体の健康づくりの推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

健康づくりや地域医療体制を充実させることにより、健康寿命（日常的・継続的な医療・介護に依存せずに自分の心
身で生命を維持し、自立した生活ができる期間）の増進を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒健康寿命（単年） 健康推進課 男性　78.96歳
女性　84.22歳

５年後の目標値
（令和7年度）
男性　79.76歳
女性　84.23歳

⇒15.1％ 17.3％

⇒78.0日 76.0日

施策名 施策項目

健康づくりを
推進する

地域医療体制を
充実させる

　　　　　　　　　　　定期的な検診や適度な運動を習慣化し、健康に対する関心を高めます。また、ストレ
スを溜めないよう、普段から家族や友人に相談できる関係づくりに努めます。

目標指標 担当課

4-1

4-2

各種がん検診
受診率
（単年）

休日当番医
実日数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　健（検）診を受けることで、市民自らの健康状態を確認し、自身の生
活習慣の振り返りや改善ができるよう支援します。

●　健（検）診結果に基づき、個人の生活状況に合わせた支援をすること
で生活習慣病の発症及び重症化予防に取り組みます。

●　ライフステージごとの健康づくりを通じて、健康寿命の延伸に努めま
す。

●　自分自身のストレスを把握・対処できるようにするとともに、気軽に
相談できる機会を増やします。

●　健康について相談できる場を市民に広く周知します。
●　感染症の拡大防止を図るため、各種定期予防接種を実施します。

●　救急時の初期医療体制を確立し、救急患者搬送機関及び病院群輪番制
病院との円滑な連携のもと、入院治療を必要とする重症患者の医療の
確保を図ります。

●　各医療機関と連携を図りながら、プライマリ・ケア※など、石巻圏域で
の安心できる医療提供体制の構築に努めます。

●　離島や半島沿岸部に居住する住民の健康保持のため、医療提供体制の
確保に努めます。

●　石巻圏域における「切れ目のない医療提供体制」を構築・維持するため、
診療・治療に必要な医療機器などを計画的に整備・更新します。

●　感染症対策について、関係機関への働きかけを行い、迅速かつ柔軟な
体制の構築に努めます。

1 健康づくりを
　推進する

2 地域医療体制を
　充実させる

市民が
できること

健康推進課

健康推進課

4-1 市で行なっている各種がん検診の受診率を増加させる。
4-2 休日当番医を実施し地域医療体制を充実させる。
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◆施策の体系◆
第 5節　みんなが共に支え合う地域共生社会の実現

1 地域での孤立防止を推進する

2 地域で支える活動と在宅医療・介護の連携を推進する

3 各種相談事業を充実させる

4 各種虐待防止・DV被害者支援を強化する

関連する
SDGs

　本市では、東日本大震災により半島沿岸部から内

陸部への人口移動が生じ、移動先での新たなコミュ

ニティ形成やひとり暮らし高齢者などの孤立など

様々な課題が発生しています。

　こうしたことから、今後の地域社会においては、

人と人とのつながりを深め、地域で助け合う体制づ

くりを進めることが重要であり、地域のコミュニ

ティを基盤とした包括的な支援が求められます。

　このような地域共生社会の実現を目指すために

は、「自助」※「互助」※「共助」※「公助」※の考えに基

づき、地域住民同士の顔の見える関係づくりと地域

で支え合う市民意識の醸成を図ることが大切です。

　また、高齢化の進展に伴い、高齢者が自立した健

康な生活を送るためにも、在宅医療への理解、医療

や介護サービスの提供者同士の情報交換、高齢者の

社会参加や積極的な健康づくりの推進、地域の見守

りサービスなど、関係機関の枠を飛び越え、連携が

可能な体制を構築しなければなりません。

　特に、近年においては、新型コロナウイルス感染

症の影響により、生活不安やストレスを抱えた家族

からの虐待などにつながるリスクが高まり、家庭生

活などにおける複合化・複雑化した悩みや困りごと

の相談が多くなっていますが、様々な課題の解決に

は、多職種連携※を強めるとともに、包括的かつ適

切に対応することが必要です。

　今後も、年齢や性別、国籍や障害の有無にかかわ

らず、全ての市民が住み慣れた地域で、安心して自

分らしい暮らしを続けられるよう、地域共生社会の

実現に向け地域包括ケアシステム※の構築を推進す

る必要があります。

第 5節 みんなが共に支え合う地域共生社会の実現

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒11件 28件

⇒77.8％ 84.0％

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

地域での孤立防止を
推進する

地域で支えあいが行なわれて
いると感じる人の割合（単年）

福祉総務課 51.1％

５年後の目標値
（令和7年度）

60.0％

目標指標 担当課

5-1
地域互助活動
実施団体件数
（単年）

包括ケア
推進室

地域で支える活動と
在宅医療・介護の
連携を推進する

5-2

奨学金返還支援
事業助成開始
３年後の定住
及び就業率
（単年）

包括ケア
推進室

地域共生社会の構築を目指す施策を推進し、「地域で支え合いが行なわれていると感じる」市民の増加を図る。

⇒24回 120回

⇒10件 50件

各種相談事業を
充実させる

各種虐待防止・
DV※被害者支援を
強化する

　　　　　　　　　　　家庭内や地域の中で、虐待などを防止できるよう地域での見守りなどの活動に努めま
す。また、地域間交流を進め、地域活動の良い点などを学びながら、より良い地域づくりに努め、世代を問わ
ず交流ができる機会を作ります。

5-3

5-4

弁護士による
無料相談
実施回数
（累積）

虐待防止啓発
活動実施回数
（累積）

市民が
できること

市民相談
センター

虐待防止
センター

5-1 地域互助活動（高齢者・障害者・子ども・生活困窮者を対象とした日常生活上の助け合い）が行なわれている団
　　体数の増加を図る。
5-2 就学支援金返還支援事業（市内に居住し、市内の事業所に勤務する医療、福祉、介護等の専門職の奨学金返還金
　　を助成する制度）を推進し、地元の福祉人材の向上を図る。
5-3 弁護士による無料相談事業を実施し市民の法律相談体制を充実させる。
5-4 虐待防止に係る啓発活動を実施し、市民への意識啓発を図る。
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施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　民生委員・児童委員の活動の推進や石巻市社会福祉協議会との連携に
より、社会福祉の向上を図ります。

● 地域住民を含む多様な主体が地域課題を把握し解決できる環境の整備
を行い、地域住民のつながりや共に支え合う地域づくりを推進します。

●　大規模災害発生時において、ボランティアによる支援活動を実施する
社会福祉協議会と連携し、被災住民の支援に努めます。

●　避難行動要支援者の安否確認や避難支援を円滑に行うため、要支援者
の登録や関係機関における情報共有、地域における支援体制づくりを
推進します。

●　復興公営住宅などにおける見守り・相談・生活支援の推進により、市
民の生活を支援します。

●　生活に困窮する市民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行
い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を支援します。また、
生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応じる相談窓口を設置し、
抱えている課題を踏まえた支援を推進します。

●　高齢者のほか、障害児・者を対象とした共生型の通所サービスを提供し、
保健・福祉を必要とする人たちの居場所の確保と見守りなどを行いな
がら、利用者の生活の質の向上、社会的孤立感の解消、心身機能の維
持向上を図ります。

●　身近な店舗の閉鎖などにより買物弱者※が多数存在する離島部において
買物支援対策に取り組みます。

●　地域包括ケアの推進に必要となる医療・福祉・介護の専門職の人材育
成及び確保を推進するとともに、在宅医療と介護を一体的に提供し、
切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進します。

1 地域での孤立防止を
　推進する

2 地域で支える活動と
　在宅医療・介護の
　連携を推進する

●　児童虐待の防止や早期発見に向け、住民を対象にした講演会などの啓
発活動を積極的に行い、児童虐待に対する意識の向上を図ります。

●　高齢者・障害者虐待やDVの相談及び対応窓口として、各種事業を総合
的に実施し、各種虐待及びDVの未然防止や早期発見及び事案の深刻化
防止を推進します。

●　常時介護を必要とする高齢者が虐待などにより介護サービスを受けら
れないなどの事案が発生した場合、介護施設への入所支援などの対応
に取り組みます。

4 各種虐待防止・
　DV被害者支援を
　強化する

●　母子相談及び家庭児童相談並びに市民生活全般にわたる相談などの複
雑多様な相談窓口を一元化し、適切な支援につなげます。

●　専門的事案の支援として、弁護士による定期的な無料法律相談を実施
します。

●　複合的な生活課題に対応する福祉まるごと相談窓口の充実を図ります。

3 各種相談事業を
　充実させる
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多彩な人材が活躍し
誇りと活気にあふれるまち

第 1節　賑わいと活気にあふれる商工業の振興

第 2節　持続可能な漁業・水産加工業の振興

第 3節　魅力的な農林畜産業の振興

第 4節　地域資源を活かした観光事業の振興

第 5節　企業誘致の推進と新たな産業の創出

第 6節　未来の産業を担う人材の確保と育成

第 4章
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多彩な人材が活躍し
誇りと活気にあふれるまち

第 1節　賑わいと活気にあふれる商工業の振興

第 2節　持続可能な漁業・水産加工業の振興

第 3節　魅力的な農林畜産業の振興

第 4節　地域資源を活かした観光事業の振興

第 5節　企業誘致の推進と新たな産業の創出

第 6節　未来の産業を担う人材の確保と育成

第 4章



関連する
SDGs

第 4章 多彩な人材が活躍し
誇りと活気にあふれるまち

第 1節 賑わいと活気にあふれる商工業の振興

現状と課題

　本市には製造業、卸売業、小売業など多様な商工

業があり、地元経済と密接に関わっています。

　商工業の振興は、地元経済を振興することでもあ

り、持続可能なまちづくりを推進するためには必要

不可欠な要素です。

　近年の商工業を取り巻く環境は、人口減少による

経済規模の縮小、少子高齢化の進行による就業人口

の減少、経済のグローバル化の進展による企業間競

争の激化など、大きく変化しています。

　特に本市においては、東日本大震災により多くの

事業所が被災しましたが、中小企業復旧支援事業の

ほか、被災した企業に対する相談窓口の設置、融資

あっせん制度※の拡充などにより事業の再開、経営

基盤の強化、積極的な設備投資などが行われてきま

した。

　その結果、製造業においては、製造品出荷額等※

は概ね東日本大震災前の水準に回復し、商業におい

ては、事業所数は減少しているものの、1 事業所当

たりの年間商品販売額は、東日本大震災前より増加

しています。

　しかし、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響

などもあり、商工業を取り巻く環境は厳しさを増し

ています。特に中小企業については、安定的な経営

環境の確保のため、引き続き融資あっせん制度など

による支援のほか、産学官※の連携による支援の強

化、各種セミナーの実施など幅広い経営支援が必要

です。

　近年は少子高齢化が加速しており、様々な分野で

人手不足が顕在化しています。本市においては、職

種によって求人と求職のバランスに大きな開きが生

じていることから、求人求職のミスマッチを改善す

る取組が必要です。

　勤労者が安心して働き続けることができる社会の

実現に向け、福利厚生の充実や労働環境の整備促進

に取り組み、多彩な人材が活躍できる就業環境を構

築する必要があります。

　経済のグローバル化の進展と企業間競争が加速す

る中、地域の企業が生き残るためには、その地域な

らではの産業を育成し、他との差別化を図る必要が

あります。
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◆施策の体系◆
第 1節　賑わいと活気にあふれる商工業の振興

1 事業者への経営支援を行う

2 就業環境の充実を図る

3 地域ブランドを育成する

4 中心市街地活性化を推進する

　こうしたことから、本市においては、産学官連携

による研究や 6 次産業化による商品開発や販路拡大

などの支援を通じて、「石巻ブランド」の付加価値※

の向上に取り組んできました。今後とも、新産業の

創出に向けてこうした 6 次産業化の推進や、販路拡

大のための各種支援を継続的に進める必要があり

ます。

　本市の中心市街地は、中瀬地区から石巻駅にかけ

て、行政機能や金融機関、商店などが集積する本市

の歴史的な特性を象徴する地域であり、長年、中核

地区として発展していましたが、市民のライフスタ

イルの変化などにより中心市街地の商業は衰退傾向

にあります。

　しかし、中心市街地は、単に買い物をする空間と

して存在するだけではなく、そのまちに住む人々が

生活し、交流し、楽しんできたという長い歴史のな

かで創り出されてきたものであり、まちの文化を継

承する場として維持していかなければならない空間

であるとともに、近年では、人口減少や高齢化社会

という時代を迎えるにあたって、歩ける範囲で生活

できる空間が必要です。

　こうしたことから、中心市街地に商業機能のみな

らず、まちとして必要な多様な機能の集積を行い、

活性化イベントなどを開催することにより、中心市

街地の活性化を推進する必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒7件 8件

⇒2,600人 2,700人

⇒4件 10件

⇒1,427,143人 1,486,218人

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

事業者への
経営支援を行う

就業環境の
充実を図る

総生産額（第２次・３次産業）
（単年）

商工課 577,043百万円

５年後の目標値
（令和7年度）

443,615百万円

目標指標 担当課

1-1

1-2

産業創造
助成金の
助成件数
（単年）

勤労者福祉
サービスセンター
会員数（累積）

商工課

商工課

地域ブランドを
育成する 1-3

６次産業化・
地産地消推進
助成金の助成
件数（単年）

商工課

中心市街地活性化を
推進する 1-4

石ノ森萬画館・
元気いちば利用
者数（単年）

商工課

第 2次産業（工業・建設業）、第 3次産業（商業、金融業、運輸業、情報通信業、サービス業など）の総生産額の向上を図る。

1-1 産業創造助成金（人材育成・研究開発・情報提供・知的財産取得などの取組を実施する企業に対する助成金）の
　　助成件数を推進し、地域事業者のへの支援を推進する。
1-2 勤労者福祉サービスセンター（中小企業向け福祉事業をサポートする組織）の会員数を増やす。
1-3 6 次産業化・地産地消推進助成金の助成件数を増やし、地域ブランドの推進を図る。
1-4 萬画館・元気市場利用者数（中心市街地の主要な施設）を増やし、中心市街地の活性化を図る。

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

　　　　　　　　　　　地元での経済活動を推進することにより地域経済の活性化に努めます。また、市内の
地域ブランド商品を市外に向けて積極的に情報発信します。
市内商工業者の製造・販売する商品やサービスに対して、きめ細かなニーズやアイディアを伝え、サービスの
向上、競争力の強化につなげます。

市民が
できること
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◆施策の展開◆

●　6次産業化・農商工連携の取り組みや、新商品の開発などを行う事業者
などに対し、専門家派遣や講習などの各種支援を行います。

●　地域ブランドとなる食材や、新素材などの利活用促進、販路開拓に向
けた見本市などの開催やマッチングなどを支援します。

●　本市の魅力ある地場産品を扱う商業機能をはじめとして、居住や福祉、
子育てなど多様な生活機能を充実させるとともに、各種イベントなど
を推進します。

●　中心市街地の魅力を多角的に収集し、幅広い世代に向け、デジタル技
術を活用した新たな手法による PRを推進し、賑わいの創出を図ります。

3 地域ブランドを
　育成する

4 中心市街地活性化を
　推進する

施策名 施策の概要

●　既存企業の新たな事業展開やICT、IoT※及びAI※などの利活用に対する
相談窓口の設置や指導、資金補助など、各種の支援体制の充実を図り
ます。

●　地域資源を活かした新産業の創出などに関する取組に対して、産学官
金による包括的な支援を実施します。

●　中小企業における福利厚生の充実に向けて、必要な支援を実施します。
●　働く意欲のある市民誰もが就業の機会を得られるよう、関係機関と連

携した各種支援を推進します。
●　事業者に対して、就業環境を改善するための各種支援を推進します。

1 事業者への
　経営支援を行う

2 就業環境の
　充実を図る
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関連する
SDGs

　本市の水産業は、沖合漁業、沿岸漁業、養殖漁業

による漁業が営まれています。沖合においては、寒

流と暖流が交錯する三陸沖漁場の南方に位置するこ

とから、古くから遠洋漁業や沖合漁業といった大型

漁船による漁業も営まれており、多彩な漁業資源を

有しています。

　本市の各漁港は、東日本大震災により甚大な被害

を受けましたが、第 3 次漁港漁場整備計画（震災復

興地区計画）に基づき復旧工事が行われ、供用が開

始されています。

　石巻魚市場における水揚高は、平成 27 年には東

日本大震災前の水準にまで回復しており、水揚量に

ついても、東日本大震災前の約 80% にまで回復し、

令和元年度時点の水揚量では全国で 5 番目に大きい

規模であり、東北を代表する漁港となっています。

魚種としては、主に、さば、まいわし、ぎんざけな

どの水揚量が多く、本市を象徴する海産物となって

います。

　また、水産資源の減少対策として各魚種の生産量

調整を行っており、特に、さけ、あわびを中心とし

た水産資源の管理による持続的な漁業にも取り組ん

でいます。

　近年、マイクロプラスチックごみ※や漂流物など

による海洋汚染・漁場汚染の問題の顕在化及び海洋

環境の変化などによるほや、ホタテやかきの貝毒の

長期化やへい死※のほか、藻場※の減少（磯やけ※の

発生）などによる影響が及んでおり、その対策が求

められるとともに、漁業センサス※による漁業経営

体数は、東日本大震災前から減少傾向で、漁業従事

者の不足に備えた後継者育成などの経営安定のため

の取組が必要となっており、水産業の経営環境の向

上が大きな課題となっています。

　新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込ん

だ水産物の消費を拡大するため、影響が収束するま

で継続的な支援策に取り組んでいくとともに、水産

物の消費拡大のための販路開拓については、放射能

検査を着実に実施してきましたが、魚市場の適切な

維持管理とあいまって、風評被害※や海外輸出に向

けた対策の一環として引き続き継続する必要があ

ります。

　捕鯨文化の継承や鯨文化の普及、継承に向けて、

捕鯨関連自治体と連携した活動を実施してきた結

果、令和元年度より商業捕鯨が再開しましたが、商

業捕鯨禁止期間が長期に及んだことから、捕鯨関連

自治体と連携した活動の継続や頒布活動、学校給食

での提供などによる鯨食の普及を進める必要があり

ます。

　また、安全で良質な水産物の安定供給に向けて、

原料不足による安定的原魚確保や水産加工事業者の

衛生管理認証取得※などによる衛生管理の徹底を進

めるとともに、他の産地との競争が激化する中で、

市内の産業関係団体が一体となった石巻ブランドの

構築が求められています。

　漁港施設の復旧などの整備により、沿岸漁業の

生産回復に繋がりましたが、今後、施設更新につ

いては、施設の長寿命化を図りつつ更新コストの

平準化や縮減を推進し、施設改良については、施

設利用状況の変化による対応などを推進する必要

があります。

第 2節 持続可能な漁業・水産加工業の振興

現状と課題
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◆数値目標（KGI）◆

◆施策の体系◆
第 2節　持続可能な漁業・水産加工業の振興

1 漁場環境の保全を推進する

2 操業体制の充実を図る

3 新たな生産体制・原料確保を促進する

4 水産物の流通体制の強化を図る

5 石巻産水産物のブランド化を推進する

6 水産基盤の充実を図る

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒漁業生産高（単年） 水産課 21,753百万円

５年後の目標値
（令和7年度）

24,000百万円

水産事業への各種取組を推進し、漁業生産高（石巻地方卸売市場（石巻、牡鹿）の水揚高、養殖生産高）向上を図る。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒― 8団体

⇒5人 10人

⇒14回 15回

⇒310t 460t

⇒10者 15者

施策名 施策項目

漁場環境の保全を
推進する

操業体制の充実を
図る

目標指標 担当課

2-1

2-2

海洋の環境や
生態系の保全
に取り組む
団体数（累積）

新規漁業
就業者数
（単年）

水産課

水産課

新たな生産体制・
原料確保を促進する 2-3

漁船誘致
活動回数
（単年）

水産課

水産物の流通体制の
強化を図る 2-4 水産物輸出量

（単年） 水産課

石巻産水産物の
ブランド化を
推進する

2-5
ブランド認証
シール活用
事業所数
（単年）

水産課

　　　　　　　　　　　海洋汚染につながるプラスチックなどの適正廃棄に心がけるとともに、魚食・鯨食な
ど水産物を使った郷土料理などの伝承や普及、地産地消に努めるとともに、水産業に対する理解と関心を深め、
水産業の振興に努めます。

市民が
できること

⇒― 27箇所水産基盤の充実を
図る 2-6

漁港施設機能
保全事業対策
工事実施箇所数
（累積）

水産基盤
整備推進室

2-1 海洋保全活動取組団体数を増やし、漁業環境の保全を図る。
2-2 新規漁業就業者数の向上を目指す。
2-3 漁船誘致活動件数（市内魚市場への水揚げを促進するための事業）を向上させる。
2-4 水産加工品の開発、供給体制の確保、流通機能の検討などを行い、水産物輸出量を維持する。
2-5 ブランド認証シール活用事業所を増加させ、市水産物のブランド化を推進する。
2-6 漁港施設の機能保全事業（維持、補修等）により水産基盤施設（ハード）の整備を推進し、水産基盤の充実を図る。
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●　水産業の後継者・従事者不足が深刻化するなかで、新たな担い手の育成、
人材確保、外国人材活用、サポート体制の充実に取り組むとともに、
就業者が安心して操業するための体制づくりを推進します。

2 操業体制の充実を
　図る

●　水揚量確保のための漁船誘致を推進します。
●　新たな加工原料などの開発・検討を支援するとともに、新たな流通機

能や形態の検討・充実を推進します。

●　水産物の安全性に関する証明手段を充実させ、国内外に向けて積極的
に情報発信を推進します。

●　各種の安全基準などに沿った安全安心な水産物の供給体制の充実を推
進します。

●　石巻伝統の魚食・鯨食文化の伝承と、魚食・鯨食を普及するための取
組を推進します。

●　水産物のブランド化に向けた取組を推進します。
●　地域における水産物の消費拡大や地産地消、食文化の伝承に向けた取

組や水産のまちのイメージアップ・PRを推進します。

3 新たな生産体制・
　原料確保を促進する

4 水産物の流通体制の
　強化を図る

5 石巻産水産物の
　ブランド化を
　推進する

6 水産基盤の充実を
　図る

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　豊かな漁場の保全と優れた海洋環境を維持・保全するために、水生生
物の生育環境の維持・保全、海洋プラスチックごみを含む漂流・漂着
ごみの回収・処理に取り組みます。

●　水揚量の維持と安定確保のための種苗放流を支援するとともに、密漁
防止のための取組を支援します。

1 漁場環境の保全を
　推進する

●　漁港施設の維持保全を行うとともに、新たな技術に基づく水産加工原
材料の安定供給や高付加価値化に資する施設を整備します。
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関連する
SDGs

　本市は、北上川沿いに沖積平野が広がり、生産力

の高い水田地帯を有し、「ササニシキ」「ひとめぼれ」

を中心とした稲作が営まれています。

　稲作のほかにも「トマト」「きゅうり」「いちご」「小

ねぎ」「ほうれんそう」「せり」などの野菜や、「菊」

「ガーベラ」「鉢もの類」などの花きに加え、肉用牛

生産なども行われており多彩な複合経営農業※が展

開されています。

　しかし、近年においては、農業全般において、農

業従事者の高齢化、担い手の不足が顕著になってい

ます。

　特に稲作については、高齢農業者のリタイアや米

消費量の低迷による米価の低下などにより農家数

は年々減少し、耕作放棄地の拡大が深刻になってい

ます。

　こうした問題を解決するためには、「ほ場※整備事

業」などを推進し、農地の汎用化を行うことにより、

効率的で収益性の高い農業生産を行うための基盤を

整備するとともに、集落営農※や法人化の推進によ

る経営規模の拡大を推進する必要があります。

　本市においても多くの農業生産法人が耕作してお

り、農業経営体としての重要な役割を担っているこ

とから、今後も、安定的な経営対策を進めるととも

に、生産面積の拡大と施設機械などの導入による収

益性の向上などの支援を進める必要があります。

　市内で飼養されている畜種には、「肉用牛」を中

心に「乳用牛」「豚」「鶏」がありますが、生活様式

や環境の変化、産地間競争の激化などにより、いず

れも農家数、飼養頭羽数ともに減少傾向にあります。

産地間競争を勝ち抜くためには、畜産物のブランド

化を推進し、競争力の高い畜産物を生産する必要が

あるとともに、ブランドの知名度を上げるための各

種プロモーション活動も重要です。競争力の高い畜

産物のブランド化について、これまで以上に積極的

に推進する必要があります。

　東日本大震災による市域内での人口移動に伴う各

集落の人口減少などにより、ニホンジカの生息域が

半島沿岸部だけではなく内陸部の住宅街にまで拡大

し、ニホンジカによる農業被害も後を絶たない状況

となっています。本市では、平成 31 年度に「石巻

市鳥獣被害防止計画」を策定しました。今後も有害

鳥獣捕獲を中心に、実情の把握、関係機関と連携し

た情報収集、市民への周知による自己防衛促進など

を推進し、適切な対応を行っていくことが必要です。

　本市では「スギ」などの林産物の生産が広く展開

されていますが、近年では木材価格の低迷などによ

り収益性は低下し、林業を取り巻く環境は厳しく

なっています。また、市内に多数、植生している松

林の多くで、松くい虫被害が報告されています。

　将来にわたって安定した林業経営を維持するた

め、間伐※・保育などの森林整備を計画的に進める

ほか、機械作業の普及に努め労働力の省力化を図る

とともに、松くい虫による被害から健全な松林を保

全するため、被害木の伐倒駆除をはじめとして空中

散布などによる薬剤の予防散布や樹幹注入などの予

防対策を実施する必要があります。

　また、令和元年度から、森林の経営管理が行われ

ていない森林を市町村が仲介役となり森林所有者と

民間事業者をつなぐことで適切な経営管理を行う、

森林経営管理制度※が開始されました。

　今後は、こうした制度を活用し、放置された森林

を経済ベースで活用し、地域活性化を推進するとと

もに、森林の多面的機能を向上させ、地域住民の安

全安心につながる効果を高める取組を推進する必要

があります。

第 3節 魅力的な農林畜産業の振興

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆施策の体系◆
第 3節　魅力的な農林畜産業の振興

1 豊かな農村環境の再生と農業基盤整備を推進する

2 持続可能な農業生産体制を整備する

3 豊かで身近な森林を再生する

4 石巻産農畜産物のブランド化を推進する

5 安全で高品質な農畜産物の安定供給体制を構築する

6 持続可能な農業経営体を育成する

7 農作物の被害対策を推進する

⇒― 60％

⇒593件 555件

⇒― 230ha

⇒1回 2回

数値指標

施策名 施策項目

担当課 現状値 ⇒

⇒

豊かな農村環境の
再生と農業基盤整備
を推進する

持続可能な農業生産
体制を整備する

農業産出額（単年） 農林課 154.2億円

５年後の目標値
（令和7年度）

158.9億円

目標指標 担当課

3-1

3-2

農業基盤整備
事業による、
ほ場整備率

（新規採択予定地区）
（累積）

認定農業者数
（累積）

農業基盤
整備室

農林課

豊かで身近な森林を
再生する 3-3

森林経営管理権
集積計画に基づく
森林環境整備事業
による森林整備
面積（累積）

農林課

石巻産農畜産物の
ブランド化を
推進する

3-4
農畜産物
ブランドPR
活動回数
（単年）

農林課

農業事業への各種取組を推進し、農業産出額（稲作、野菜、果実、畜産等農業生産及び農畜産物を加工して作られた
加工農産物の売上）の向上を図る。

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒― 2件

⇒4人 2人

⇒1,433頭 1,700頭

施策名 施策項目 目標指標 担当課

安全で高品質な
農畜産物の安定供給
体制を構築する

3-5
農畜産物の
安全性情報
発信件数
（単年）

農林課

持続可能な農業
経営体を育成する 3-6 新規就農者数

（単年）
農林課

農作物の被害対策を
推進する 3-7

有害鳥獣
（ニホンジカ）
駆除頭数
（単年）

ニホンジカ
対策室

3-1 農業に関係するハード面の整備（農地開発、ほ場整備等）を推進し、農業基盤整備を推進する。
3-2 認定農業者（市の認定を受けた農業経営者、農業生産法人）の減少幅を可能な限り少なくし、農業生産体制の維
　　持を図る。
3-3 森林整備事業（人口造林、樹下植栽等）を推進し、森林の再生を図る。
3-4 農畜産物ブランドPR活動（消費拡大や地産地消などへの各種 PR）を推進し市畜産物のブランド化を推進する。
3-5 農畜産物の安全性に関する情報発信を行い、農畜産物の安全性の PRを行う。
3-6 就労環境の整備、就労支援等を行い、新規就農者数の向上を目指す。
3-7 有害鳥獣（ニホンジカ）の駆除数の向上を目指し、農作物の被害対策を推進する。

◆施策の展開◆
施策名 施策の概要

●　老朽化した用排水施設の補修を進めるとともに、農道、農地など農業
生産基盤について、地域住民の生活環境や市街地との関係を踏まえた
計画的な整備を推進します。

1 豊かな農村環境の
　再生と農業基盤整備
　を推進する

●　農業生産活動における資材や機材の確保、技術の習得などに対する支
援を推進します。

●　農業の後継者不足の解消に向けた、新たな担い手の育成、人材を確保
するための活動を支援します。

●　効率的な農地利用と農業生産を図るために、営農集団や高度な農業経
営体の育成を推進します。

●　計画的で体系的な農業地域の振興に向けて、農業振興地域整備計画を
策定します。

2 持続可能な農業生産
　体制を整備する

●　市有林の適正な育成・有効活用を図ります。
●　民有林における間伐などの適正な保育・管理を推進するとともに、経

営管理が難しい森林について意欲と能力のある事業者への集約化を推
進します。

●　森林病害虫被害の予防や防除などの対策を計画的に推進します。

3 豊かで身近な森林を
　再生する

　　　　　　　　　　　市内産の農林畜産物の消費を心がけるとともに、農林業体験などを通じて農林畜産業
に対する理解を深めます。また、田園環境や森林環境の保全に関心を高め、農業イベントなどにも積極的に参
加し、農林畜産業者との交流を深めます。

市民が
できること
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施策名 施策の概要

●　老朽化した畜産施設や設備などの補修を推進します。
●　宮城県基幹種雄牛の産子の保留対策として、繁殖牛及び肥育牛の導入

を支援します。
●　畜産振興に寄与するイベントの開催を支援します。
●　農畜産物と農畜産加工物の地域ブランド化に向けた研究開発やセミ

ナー、相談会、推進組織の立ち上げなどを推進します。

●　地域の生産環境の優位性を最大限に活かしながら、永続的な農畜産体
制を確立します。

●　畜産環境の問題解消と資源循環型農業構築に向けて、家畜排せつ物の
適正処理及び良質堆肥の生産に関わる設備・機械の整備を行います。

●　農畜産物の安全性に関する証明手段を充実させ、国内外に向けて積極
的に情報発信を推進します。

4 石巻産農畜産物の
　ブランド化を
　推進する

5 安全で高品質な
　農畜産物の安定供給
　体制を構築する

●　有害鳥獣の被害対策を推進します。
●　地域ぐるみの有害鳥獣の被害対策を支援します。
●　有害鳥獣の有効利用を推進します。
●　野生鳥獣と共生するための地域・環境づくりに欠かせない人材を育成

します。

7 農作物の被害対策を
　推進する

6 持続可能な農業
　経営体を育成する

●　移住者や若者などを中心とする新しい農業経営体を育成するために、
就労環境の整備や機材の購入などに対する支援を推進します。

●　新たな農業従事者の受け入れ側となる農業経営体の、経営体制や技術
などの高度化を推進します。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 4節　地域資源を活かした観光事業の振興

1 地域資源を活用した観光誘客を推進する

2 観光振興体制を構築する

　わが国の観光を取り巻く社会経済環境は、人口減

少、少子高齢化の進行、観光ニーズや旅行手配方法

の多様化、新型コロナウイルス感染症の影響などに

より観光の在り方が大きく変化しています。

　観光産業は、即効性が高く、農林水産業、製造業、

商工業などの地域産業と関連し、経済的効果が大き

いもので、本市においても重要な役割を果たすもの

であり、中心的産業の一つとして展開し、地域経済

につなげる施策が重要となっています。

　本市の観光施策では、東日本大震災により甚大な

被害を受けた観光施設の復旧、再開が課題となって

おりましたが、順次再開し、雄勝硯伝統産業会館は、

雄勝地域拠点地区である「硯
けん

上
じょう

の里おがつ」に、お

しかホエールランドは、牡鹿地域拠点エリアである

「ホエールタウンおしか」に新築オープンし、市内

中心拠点である「かわまち交流拠点エリア」との相

乗効果が期待されています。

　東日本大震災前は県内居住者の宿泊客数が多い状

況でしたが、東日本大震災後は県内居住者の宿泊客

数が減少する中、被災地見学などで来石される方の

増加や、ボランティアや復興関連の仕事などにより、

関東や近畿地方などからの宿泊客数の比率が増加し

ています。

　しかし、復興関連の仕事による宿泊客数は今後減

少するものと考えられることから、ビジネスなどに

よる宿泊客に頼らない事業を展開する必要があり

ます。

　また、本市は、東日本大震災以前より夏場の通過

型の観光が多く、令和元年の季節別観光客入込数を

見ると、夏場は約 141 万人の観光客入込数があるの

に対し、冬場は約 60 万人と約 58％の減少となって

います。これは「石巻川開き祭り」などにより夏場

の観光客は増えるものの、イベントが少ない冬場は

観光客が減少してしまうものによるものと考えられ

ることから、今後は、こうしたイベントを中心とし

た通過型の観光だけではなく、豊かな自然、多彩な

食材、東日本大震災後に新たに整備された観光施設、

そして震災伝承などを推進することにより、他の観

光地にはない、本市独自の魅力を活かした「滞在型

観光」を推進する必要があります。

　今後は、新型コロナウイルス感染症の影響でイン

バウンドによる誘客の見通しが立たない状況ではあ

りますが、重要な観光施策として、引き続き需要を

取り込めるよう受け入れ体制の強化と国内旅行者の

さらなる誘客を推進するため、観光情報提供の充実

を図り、市民や地元企業の観光まちづくりへの参加

を促していく必要があります。

第 4節 地域資源を活かした観光事業の振興

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒246,599人 247,800人

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒観光客入込数（単年） 観光課 4,047,035人

５年後の目標値
（令和7年度）

3,600,000人

施策名 施策項目

地域資源を活用した
観光誘客を推進する

観光振興体制を
構築する

　　　　　　　　　　　地場の食材を使用した料理や伝統芸能などの文化に積極的に触れるとともに、交流イ
ベントなどに積極的に参加することで、自然や歴史、文化など本市の魅力を再確認し、誇りと愛着を持って本
市の魅力を発信します。また、市内で開催されるイベントに積極的に参加します。

目標指標 担当課

4-1

4-2

宿泊観光客数
（単年）

観光課SNS
フォロワー数
（累積）

⇒フェイスブック：
　　3,232件

インスタ：675件
フェイスブック：
　　3,500件

インスタ：1,200件

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　豊かな自然や多彩な食材、文化、イベント、伝統産業など地域の多様
な資源を活かして、観光の魅力づくりを推進し、交流人口の拡大を図
ります。

●　石巻港に寄港する大型客船や仙台空港からのインバウンドの誘客を推
進します。

●　震災災遺構、RPG※アプリ、水辺の賑わい空間によるプロモーションな
ど多様な手法を用いた観光誘客 PRを推進します。

●　石巻圏観光推進機構※などとの連携によるターゲットを明確化したメ
ニュー・コースの提供、ルート案内システムの構築を推進します。

●　国際交流員（CIR）※や外国語通訳ボランティアなどの活用により、外国
人観光客の受け入れ体制を整備します。

●　石巻市観光協会との連携によるPR戦略に基づく魅力あるガイドブック
の作成やSNSによる情報発信を進めるとともに、交流都市などへの効果
的なプロモーションに努めます。

●　持続的な観光を実現するために、市民と連携し、市民が参画できる観
光振興体制を構築します。

1 地域資源を活用した
　観光誘客を推進する

2 観光振興体制を
　構築する

市民が
できること

観光課

観光課

観光事業への各種取組を推進し、観光客入込数（観光地点及び行祭事・イベント等に訪れた人数）を指標とする。

4-1 観光誘客を推進し、宿泊観光客数（市内宿泊施設に宿泊した観光客数）の増加を図る。
4-2 観光事業の情報発信を推進し、SNSのフォロワー数を増加させる。

第
1
編

第
2
編

第
3
編

第
4
編

第
5
編

第 2編　総合計画基本計画　　第 4章　多彩な人材が活躍し誇りと活気にあふれるまち

69



関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 5節　企業誘致の推進と新たな産業の創出

1 新規及び既存企業への立地などに伴う支援を推進する

2 新規創業や第二創業を促進する

3 地域資源を活かした産業を強化する

企業誘致事業・産業創出の各種取組を推進し、立地企業件数（市内に新規で立地した企業数）の向上を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒

◆数値目標（KGI）◆

立地企業件数（単年） 産業推進課 5件

５年後の目標値
（令和7年度）

10件

　近年、全国的に人口減少が加速するなか、地域の

雇用機会の確保を行い、地域経済の活性化を図るこ

とを目的とした、企業誘致の推進や新たな産業の創

出の重要性が増しています。

　本市においては、平成 30 年に「石巻市企業誘致

推進計画」を策定し、企業立地に係る支援制度の拡

充を図ったほか、企業訪問や情報発信などを実施し

ています。

　本市は、東北地方の中では比較的温暖な地域であ

り降雪量が少なく日照時間が長いこと、県下第二の

都市であり都市機能が集積していること、国際拠点

港湾「仙台塩釜港石巻港区」や特定第三種漁港※「石

巻漁港」といった産業インフラが整備されているこ

と、製紙・木材、水産加工・食料品製造業などが集

積していること、独自の高い技術力や先端技術を有

し、高付加価値製品を製造する企業（電子部品製造

業など）が内陸部に立地していること、石巻専修大

学のほか複数の実業高校があり、専門技術知識を習

得してきた人材の供給が見込めることなどがあるほ

か、石巻トゥモロービジネスタウンをはじめ、東日

本大震災後、新たに整備した産業用地などハード面

での整備も整っています。

　新たな産業集積、産業創出を通じた、雇用創出や

定住人口の増加などにより、市域の活性化を図るこ

とが重要であることから、本市では、地域の創業支

援等事業者との連携のもと、相談窓口の設置、創業

手続や許認可へのアドバイス、新たな支援制度の創

設などにより、新規創業をしやすい環境を醸成して

います。

　今後も、企業誘致を積極的に推進するほか、創業

支援等事業者と連携を図りながら、創業希望者に対

して、窓口相談、創業支援セミナーなどの創業に向

けたスタートアップ※支援をするとともに、地域資

源や新素材を活用できる環境を整備し、産業の活性

化を推進する必要があります。

第 5節 企業誘致の推進と新たな産業の創出

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒8区画 7区画

⇒4件 9件

⇒20人 40人

施策名 施策項目

新規及び既存企業
への立地などに伴う
支援を推進する

新規創業や第二創業
を促進する

　　　　　　　　　　　市内産業の発展についての関心を高め、市内企業への就業に努めます。また、市内企
業の製造品やサービスの利用に努めます。

目標指標 担当課

5-1

5-2

市産業用地の
分譲等区画
（画地）数
（単年）

新規創業・
第二創業件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　本市の魅力を発信するとともに、企業誘致アドバイザーや本市にゆか
りのある人脈を活用するなど、多様な手法を用いた企業誘致に取り組
みます。

●　新規企業進出や、既存企業の事業拡大に伴う立地を支援します。
●　産業用地の空き区画の分譲を推進するとともに、民有地及び工場・事

務所などの空き物件情報に関する情報収集とあっせんなどに取り組み
ます。

●　新規創業や第二創業のインセンティブ※となる助成制度の活用を促進し
ます。

●　創業を支援するための各種セミナーを開催するほか、創業・企業経営
などにおける様々な課題に対する相談支援体制を充実します。

1 新規及び既存企業
　への立地などに伴う
　支援を推進する

2 新規創業や第二創業
　を促進する

●　地域資源を活かした産業創出や新技術の導入、新規事業への進出など
経営基盤の強化や新たな事業展開を行う事業者への支援を実施します。

●　「セルロースナノファイバー（CNF）」※など、今後用途・事業展開が見
込まれる地域資源の利活用を促進します。

3 地域資源を活かした
　産業を強化する

市民が
できること

産業推進課

産業推進課

地域資源を活かした
産業を強化する 5-3

地域資源
利活用セミナー
参加者数
（単年）

産業推進課

5-1 企業立地の取組を推進し、産業用地（上釜、下釜、湊西、不動町、TBT）の分譲画地数の向上を図る。
5-2 助成制度や相談支援体制を充実させ、新規創業や第二創業件数（中小企業等が、新しい経営者を就任させ、新し
　　い分野に進出すること）の増加を目指す。
5-3 地域資源利活用（産地技術、農林水産品、観光資源等）セミナーなどの参加者数を増やし、地域資源を活かした
　　産業の強化を図る。

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 6節　未来の産業を担う人材の確保と育成

1 関係機関との連携により人材を確保する

2 人材の育成支援を行う

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒新規雇用創出人数（単年） 産業推進課 31人

５年後の目標値
（令和7年度）

81人

人材確保・人材育成を推進し、新規雇用創出件数（水産業・農業新規就業者、新規創業・第二創業件数、企業立地に
よる雇用創出件数）の向上を図る。

◆数値目標（KGI）◆

　全国的に労働人口の減少による人手不足問題が加

速しています。

　石巻地方の有効求人倍率※は令和元年度には、宮

城労働局の平均を上回る状況となっていますが、そ

の一方で、本市の失業率※は、平成 27 年時点で県平

均、全国平均を上回る高い水準となっています。こ

のことは、職種によって求人と求職のバランスに大

きな開きが生じていることによるものであり、求人

と求職のミスマッチを改善することが必要です。

第 6節 未来の産業を担う人材の確保と育成

現状と課題

　求職者の就職促進と企業の人手不足解消のため、

合同企業説明会など、ハローワーク石巻と連携した

就職支援事業を推進するとともに、受け入れ側であ

る企業の雇用環境の改善や就職を希望する人材に対

する各種セミナーなど、人材育成のための支援制度

の充実を推進する必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

⇒162人 200人

⇒16人 15人

施策名 施策項目

関係機関との連携に
より人材を確保する

人材の育成支援を
行う

　　　　　　　　　　　家庭の中で子ども達に石巻の産業や文化などの魅力について積極的に話し合い、郷土
愛の醸成に努めるとともに、立地企業の就職セミナーや企業訪問などの機会を捉えて市内企業に対する情報収
集に努めます。また、地域社会に対する関心を高め、社会課題の把握とその解決のためのビジネスの発案や起
業など、産業界への積極的な参画に努めます。

目標指標 担当課

6-1

6-2

合同企業説明会
への求職者の
参加人数
（単年）
中小企業
セミナー
参加者数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　国・県との連携による就業・雇用機会の拡充を図ります。
●　地域や市内事業者と連携し、移住者などの人材と企業とのマッチング

や担い手の確保を図ります。

●　企業経営に必要な知識などを習得するためのセミナーなどを開催し、
人材育成を支援します。

●　新たな人材の受け入れ側となる企業の経営体制や技術などの高度化を
促進します。

1 関係機関との連携に
　より人材を確保する

2 人材の育成支援を
　行う

市民が
できること

商工課

産業推進課

6-1 関係機関との連携により人材確保を図るため、合同企業説明会の参加者数の増加を目指す。
6-2 人材の育成支援を行うため、中小企業セミナーの参加者数の減少抑制を目指す。

◆重要業績評価指標（KPI）◆
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豊かな心を育み
いのちを未来につなぐまち

第 1節　安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進

第 2節　社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実

第 3節　いのちを守る防災教育の推進

第 4節　地域ぐるみで子どもを育てる教育活動の推進

第 5節　豊かな地域社会を育む生涯学習の推進

第 6節　生涯にわたるスポーツ活動の推進

第 5章
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豊かな心を育み
いのちを未来につなぐまち

第 1節　安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進

第 2節　社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実

第 3節　いのちを守る防災教育の推進

第 4節　地域ぐるみで子どもを育てる教育活動の推進

第 5節　豊かな地域社会を育む生涯学習の推進

第 6節　生涯にわたるスポーツ活動の推進

第 5章



関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 1節　安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進

1 充実した教育を行うための環境を整備する

2 安全安心な学校施設整備を推進する

第 5章 豊かな心を育み
いのちを未来につなぐまち

第 1節 安全に安心して学ぶための教育環境整備の推進

現状と課題

　児童生徒が充実した学校生活を送るためには、学

習・生活の場である学校が安全安心であるとともに、

教育内容・方法の変化や多様化に対応した教育環境

を整備する必要があります。

　本市では、東日本大震災により多くの学校施設が

被災したことから、教育環境の復旧のため、「津波

からの安全を確保した学校配置」、「学校の適正規

模」、「より早い教育環境の正常化」の方針の下、平

成24年3月に「石巻市立学校施設災害復旧整備計画」

を策定しました。この計画に基づき、被災した学校

の復旧整備を行ったほか、移転新築事業を進め、渡

波中学校は平成 29 年 4 月に、雄勝小・中学校は平

成 29 年 8 月に、北上小学校は令和 2 年 4 月にそれ

ぞれ移転し、新しい校舎での生活を始めることがで

きました。

　東日本大震災以前からの施設については老朽化が

激しいことから、施設整備について、学校施設老朽

化対策事業等年次計画表を作成し、計画的に学校施

設の老朽化対策や安全対策を行ってきたほか、計画

的な学校施設の修繕、学校設備の定期的な検査や更

新を行い、児童生徒の安全安心の確保に努めており、

今後も児童生徒が安全な環境で学ぶためにこうした

取組を継続する必要があります。

　また、環境整備については、指導内容や指導方法

に対応した備品、教材の整備を図るほか、児童生徒

の読書活動を推進するため、学校図書館の充実を図

り、良好で質の高い教育環境の確保に努めています。

さらに近年の情報化が急速に進展する社会に対応す

るべく、児童生徒の情報活用能力の育成が図られる

よう、ICT 機器を活用した分かりやすい授業を展

開するための基盤として、計画的な ICT 環境整備

に努めてきましたが、今後も変化していく指導内容

や指導方法に柔軟に対応し、備品、教材などを充実

させていく必要があります。

　今後も児童生徒が安全・安心な環境で学ぶことが

できるよう、学校施設の計画的な整備・更新を図る

とともに、教育委員会と学校が連携し、社会の変化

を見据えながら、教育内容や指導方法に対応した備

品や教材などの整備に努め、良好で質の高い教育環

境の確保を図っていく必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒47.4％ 74.6％

⇒2件 5件

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒校舎等整備事業完了件数
（単年） 学校管理課 3件

５年後の目標値
（令和7年度）

3件

施策名 施策項目

充実した教育を
行うための
環境を整備する

安全安心な学校施設
整備を推進する

　　　　　　　　　　　学校生活において、備品や校舎などを積極的に活用し教養を深めます。また、学校の
みならず家庭においても子どもたちに学校施設などの大切さを伝え、安全かつ愛着を持ち大切に利用するよう
指導します。

目標指標 担当課

1-1

1-2

学校教材整備
目標に対する
備品の充足率
（累積）

校舎整備事業
計画件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　児童生徒の読書離れが全国的に進んでいる傾向を踏まえ、計画的に学校
図書を整備するとともに、授業において積極的に活用することにより、
児童生徒の自発的な読書活動の推進を図ります。

●　国際化、高度情報化、技術革新などの社会情勢の変化に対応した情報
教育環境を計画的に整備し、児童生徒がICTの活用方法に慣れ親しみな
がら、主体的な情報収集と活用を行うことができる能力を育成します。

●　教育内容・方針に対応した備品、教材の整備を進めるとともに、計画
的な更新を行います。

●　安全・安心で栄養バランスの整った学校給食を提供するため、積極的
な地場産品の利用と計画的な施設整備を図ります。

●　児童生徒の学習・生活の場である学校施設を安全・安心なものにする
ため、計画的に学校施設の改修や修繕を行うほか、学校設備の更新を
行い、施設の安全性の向上を図ります。

1 充実した教育を
　行うための
　環境を整備する

2 安全安心な学校施設
　整備を推進する

市民が
できること

学校管理課

学校管理課

校舎等整備事業（校舎改修、屋内運動場、水泳プール、太陽光発電設備など）を推進する。

1-1 充実した教育環境を整備するため学校教材備品の整備を推進する。
1-2 校舎整備事業を推進するため、事業計画の策定を推進する。
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関連する
SDGs

　本市では教育の本質は「人づくり」であるという

理念のもと、教育分野における各種施策を展開して

います。

　近年、わが国においては、少子高齢化、人口減少

などが加速度を増し、教育分野においても、子ども

たちの学力・学習意欲の低下、利己的な個人主義の

風潮など、様々な課題が指摘されています。

　このように社会情勢が変化する中、本市では、ど

のような時代にも対応できる人間を育成するため、

社会の変化に主体的に対応し、自ら考えて判断・行

動する「社会を生き抜く力」を持った人を育成する

ことを目指し、確かな学力とよりよく生きるための

豊かな心の育成を推進してきました。

　近年のグローバル化の加速度的な進展を踏まえ、

本市では、外国語教育及び国際理解教育の充実を

図ってきました。こうした取組の中で幼稚園から高

等学校まで ALT ※を配置し、児童生徒の外国語教

育の向上と、幅広い視野に立つことのできる若者の

育成に努めてきましたが、今後も国際化社会に対応

できる人材育成を推進するためにもこうした取組を

継続する必要があります。

　児童生徒が学習に取り組むうえで、経済的な理由

や地理的な条件によって、不利な状況に置かれるこ

とがなく、全ての児童生徒が等しく学習機会を享受

できる環境を整えることは、将来を担う有能な人材

の育成を図るうえで非常に重要なことです。

　本市においては、就学困難な児童生徒に対し、就

学援助費の支給や、奨学金貸与などを行うほか、遠

距離通学となる児童生徒に対し、スクールバスの運

行を行うなど、安全・安心に通学できる環境整備に

取り組んでおり、今後も引き続き就学に関する援助

制度について周知し、就学支援の充実を図る必要が

あります。

　こうした取組の一つひとつが未来を担う子どもた

ちには非常に重要なものとなっています。本市では、

引き続き社会の変化に対応していく力を育成する教

育を推進するとともに、子どもたちの個性と能力を

最大限に伸ばし、充実した学校生活を送ることがで

きるよう、ひとりひとりのニーズに合ったきめ細か

な教育を推進していく必要があります。

第 2節 社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実

現状と課題
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◆施策の体系◆
第 2節　社会を生き抜く力を育てる学校教育の充実

1 学校教育の充実を図る

2 外国語教育を推進する

3 有能な人材を育成支援する

4 就学に係る支援を強化する

◆数値目標（KGI）◆

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒授業が「分かる」「だいたい分かる」
と答えた児童生徒の割合（単年）

学校教育課 89.7％

５年後の目標値
（令和7年度）

92.0％

学校教育の充実を図り、児童生徒の授業の理解度を向上させる。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒14件 60件

⇒89.2％ 93.0％

⇒83.6％ 88.0％

⇒7件 7件

施策名 施策項目

学校教育の
充実を図る

外国語教育を
推進する

　　　　　　　　　　　家庭内において、積極的に学校生活に係る会話などをすることにより、子どもたちが
安心して学校生活を送れるよう努めます。また、子どもとのコミュニケーション方法を学べるよう、講座やセ
ミナーなどに参加します。

目標指標 担当課

2-1

2-2

学校が楽しいと
感じている児童
生徒の割合
（単年）
ALTとの授業
が楽しい
生徒の割合
（単年）

市民が
できること

学校教育課

学校教育課

有能な人材を
育成支援する 2-3

奨学金事業
実績件数
（単年）

学校教育課

就学に係る
支援を強化する 2-4

就学支援事業
制度周知回数
（単年）

教育総務課

2-1 学校教育の充実を図り、学力面のみならず学校が楽しいと感じている児童生徒の割合の向上を図る。
2-2 外国語教育の充実を図り、ALTとの授業が楽しいと感じている生徒の向上を図る。
2-3 奨学金事業を推進し、有能な人材の育成を図る。
2-4 就学に係る支援情報発信を強化し、就学支援制度の周知を行う。
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施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　自ら考えて判断・行動する生きる力を育成するため、その基礎となるひ
とりひとりの学力の定着と向上（確かな学力）を図ります。

●　道徳的実践力を育成する取組や人権意識の醸成を行うとともに、豊か
な感性と人間性を育む取組を推進します。

●　市立小・中学校の全てにコミュニティ・スクール※を導入することで、
地域とともにある学校づくりを推進し、児童生徒の健やかな成長と質
の高い学校教育の実現を図ります。

●　障害を持つ児童生徒や外国籍の児童生徒などに支援員を配置し、学習
や生活指導の充実と学校生活における安全を確保します。

●　いじめに関する問題に組織的に対応するため、関係機関などとの連携
を推進するほか、教員や保護者を対象とした研修を通して「いじめを
許さない風土づくり」を進め、いじめの未然防止及び早期解決を図り
ます。

●　登校したくても登校できずに、不安な日々を送っている児童生徒に対
し、安心できる居場所を提供するとともに、自立を促しながら、個々
の状態に応じた生徒指導、生活指導、基礎学力補充の学習指導を行い
ます。

1 学校教育の
　充実を図る

●　経済的理由などによる就学困難な若者などに対し、各種奨学金制度の
活用による支援を行い、有能な人材の育成に努めます。

3 有能な人材を
　育成支援する

●　地理的条件により遠距離通学となる児童生徒の安全を確保するため、
スクールバスの運行を実施するなど、地域の実情に合わせた事業に取
り組みます。

●　経済的理由などによる就学困難な児童生徒の、均等な就学機会が確保
されるよう、就学援助事業などの支援に取り組みます。

●　定期的な健康診断の実施により、児童生徒に係る疾病の早期発見に努
め、予防指導の強化を図ります。

4 就学に係る
　支援を強化する

●　中学校及び高等学校での外国語教育及び国際理解教育を推進するととも
に、小学校では「外国語活動」及び「外国語」の時間を通して外国語や
外国人の文化に慣れ親しむ姿勢を育み、国際理解教育を推進します。

2 外国語教育を
　推進する
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 3節　いのちを守る防災教育の推進

1 心のケアや相談体制の充実を図る

2 防災教育の充実を図る

◆数値目標（KGI）◆

防災教育の充実を図るため防災教育副読本（二次的参考書物）を活用した防災教育の充実を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒防災教育副読本を活用した
防災教育の実施率（単年） 学校安全推進課 100％

５年後の目標値
（令和7年度）

100％

　本市では、各学校において、災害から児童生徒を

守る取組として、東日本大震災発災前から、防災教

育計画や学校防災マニュアルを策定し、これらに基

づく避難訓練を行い、災害の発生に備えてきました。

　しかし、東日本大震災によって、児童生徒が通う

学校は大きな被害を受けたほか、未来ある尊い生命

が多数奪われ、子どもたちの心にも大きな影響を与

えました。

第 3節 いのちを守る防災教育の推進

現状と課題

　本市では、この経験を決して忘れることなく、再

びこの地を襲う可能性のある地震・津波に対し、よ

り強固な備えをしていくことが求められています。

　そのためには、児童生徒があらゆる災害に直面し

た時に、確実に自らの命を守り抜くことができるよ

う、防災教育を推進するとともに、教職員の防災教

育指導力向上を図りながら、学校の災害対応力を高

める必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒100％ 100％

⇒4回 4回

施策名 施策項目

心のケアや相談体制
の充実を図る

防災教育の
充実を図る

　　　　　　　　　　　防災に関する講座やセミナーに参加し、防災に係る知識を充実させ、家庭内においても、
子どもたちへ防災教育に努めます。

目標指標 担当課

3-1

3-2

スクール
カウンセラー※

の配置率
（単年）

防災教育
研修回数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　スクールカウンセラーの配置により、児童生徒、保護者及び教職員の心
理面の安定を図るほか、小・中学校における相談体制や関係機関との連
携体制の充実を図るため、スクールソーシャルワーカー※を配置し、問
題行動の早期対応と早期解決を図ります。

●　東日本大震災により心に深い傷を受けた子どもたちに対し、健康実態
調査や医療専門家によるケース相談を実施し、児童生徒の心のケアに
取り組みます。また、東日本大震災により死亡または行方不明となっ
た児童生徒などの遺族に対し、個別訪問や来室による相談、支援活動、
交流会などを通して、気持ちに添ったサポートをしていきます。

●　東日本大震災を教訓とした防災教育副読本を作成し、児童生徒が授業
をとおして活用することにより、本市の実態に即した防災教育の推進
と災害対応力の育成を図ります。

●　緊急地震速報受信機設置による緊急地震速報を活用した避難訓練を導
入し、児童生徒が災害から命を守り抜くための「主体的に行動する態度」
を育成します。

1 心のケアや相談体制
　の充実を図る

2 防災教育の
　充実を図る

市民が
できること

学校教育課

学校安全
推進課

3-1 スクールカウンセラー（教育機関において心理相談業務に従事する心理職専門家）の配置を継続し、心のケアや
　　相談体制の充実を図る。
3-2 防災教育研修会（教職員に対する研修会）を実施し、防災教育の充実を図る。
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関連する
SDGs

◆数値目標（KGI）◆

地域ぐるみの教育活動を推進し、地域協働教育事業参加者数を増やす。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒地域協働教育事業参加者数
（単年）

生涯学習課 8,337人

５年後の目標値
（令和7年度）

9,173人

◆施策の体系◆
第 4節　地域ぐるみで子どもを育てる教育活動の推進

1 地域で支える教育活動を支援する

2 青少年の健全な成長を支援する

第 4節 地域ぐるみで子どもを育てる教育活動の推進

現状と課題

　地域社会における人間関係は、子どもたちが様々

な体験や人との関わりを通し、自主性や社会性を身

に付けるうえで、非常に重要な役割を担っています。

　近年では、核家族化・少子高齢化・地域コミュニ

ティの希薄化が進み、子育てについて、気軽に相談

できる機会や世代間で交流する機会が少なくなって

おり、本市においては、東日本大震災による地域コ

ミュニティの変化により、都市化や過疎化の進行が、

より一層加速しています。

　本市では、これまでも地域の協力を得ながら、通

学時における児童生徒の安全の確保や、青少年健全

育成などの取組を実施し、子どもたちが地域社会の

中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを協働

して推進してきました。

　こうした、学校と地域が連携・協働する取組は、

地域における学校教育活動の理解が不可欠であるこ

とから、学校から地域に対する情報発信をより一層

推進し、学校に対する理解を深めてもらう必要があ

ります。

　子どもたちが地域の中で安全安心に生活を送り、

心豊かにたくましく成長していくためには、地域と

の関わりは不可欠です。引き続き学校と地域が連携

しながら、子どもたちの健全育成や安全確保、協働

教育の充実に努めるとともに、地域の声を学校の運

営に活かし、より良い教育活動を行っていくための

体制づくりを推進する必要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒83％ 100％

⇒51人 51人

施策名 施策項目

地域で支える
教育活動を支援する

青少年の健全な
成長を支援する

　　　　　　　　　　　子どもが参加できるイベントの企画・運営や、大人が子どもに地域のことを伝える場
など、子どもが楽しいと思える居場所づくりに努めます。また、地域住民同士が協力し、子どもたちの成長に
協力できる地域づくりに努めます。

目標指標 担当課

4-1

4-2

ふるさと子ども
カレッジ参加者
満足度（単年）

ジュニア・
リーダー人数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　子どもたちに関わる様々な課題解決に向けて、「学校・地域・家庭が、
それぞれの機能を果たしながら協働し、社会の中でたくましく生きる子
どもたちを地域全体ではぐくむ協働教育」を推進します。

●　地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに学習やスポーツ・文化
活動、地域住民との交流活動などの取組を実施することにより、子ど
もたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推
進します。

●　子育てサポーターや子育てサポーターリーダーなど、身近な人たちに
よる支援体制を構築し、孤立しがちな保護者や仕事で忙しい保護者な
ど、地域とのコミュニケーションや学習の機会などになかなか参加で
きない保護者や家庭に対する支援を行います。

●　地域の教育力を活用し、子どもたちの豊かな心を育むため、郷土の自然、
文化を体験させる取組を展開します。

●　家庭教育学級を開設し、家庭や親のあり方、子育てなどに関する学習
機会を提供することにより家庭教育の支援を行います。

●　子ども会活動や青年ボランティアを通じて、リーダーシップや相手を
思いやる心の育成を図ります。

●　通学時の見守り活動ができるように、学校と地域が連携し、子どもた
ちを見守る仕組みづくりを推進します。

●　青少年の非行防止及び健全育成を図るため、街頭補導活動や少年相談
などに取り組みます。

1 地域で支える
　教育活動を支援する

2 青少年の健全な
　成長を支援する

市民が
できること

生涯学習課

生涯学習課

4-1 地域協働事業の満足度を確認するために、事業のひとつである、ふるさと子どもカレッジの参加者満足度の向上
　　を図る。
4-2 ジュニア・リーダーの現状の人数を維持し、青少年のリーダーシップ、心の成長を推進する。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 5節　豊かな地域社会を育む生涯学習の推進

1 生涯学習環境を強化する

2 読書の推進・環境を整備する

◆数値目標（KGI）◆

生涯学習事業（出前講座、まちなか実験室、市民大学、ブックスタートボランティア）の参加者数を増やし、市民に
対する生涯学習の浸透を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒市主催生涯学習事業参加者数
（単年）

生涯学習課 10,118人

５年後の目標値
（令和7年度）

10,650人

　生涯学習は、人々の創造性を育み、表現力を高め

るとともに、生きがいを持ちながら暮らせる「心豊

かな社会の形成」と「うるおいのあるまちづくり」

につながるものです。

　本市では、市民ひとりひとりが生きがいのある心

豊かな生活を送るため、生涯学習に係る情報や機会

の提供、各種相談など、市民の生涯学習活動を支援

するとともに、文化芸術に関するイベントなど、市

民が文化芸術を身近に感じられる環境づくりを推進

しています。

　また、市民に優れた文化芸術に触れる機会を提供

することなどにより、文化芸術活動の促進に努める

とともに、感性を磨き、創造性を豊かにするため、

読書に親しみ、楽しむことができる取組を実践して

きました。

　郷土への理解を深めるためには、伝統・文化の保

存及び継承が非常に重要です。本市では文化財の現

況について調査研究や保存に取り組んできたほか、

伝統文化・伝統芸能の後継者への支援及び育成を行

い、文化財、伝統文化・伝統芸能などの文化遺産を

次世代へ継承していく取組を推進してきましたが、

人口減少や高齢化により伝統文化を継承する人材不

足が進行しています。

　これらは、古い歴史の中で生まれ、地域のなかで

育まれてきた貴重な財産であり、後世に伝えるべき

重要な遺産です。

　こうした文化を後世へ伝えるべく、本市では、学

校の授業のほか、様々な発表の場を通じて継承に努

めています。引き続き、地域活動や学校の授業など

で、学ぶ機会を創出しながら、多世代との交流を図

るとともに、郷土の歴史や文化に対する興味や関心、

愛着を育み、次世代へ継承していくための取組を推

進する必要があります。

　市民が心豊かで活気のある地域社会を形成するた

めには生涯学習の推進が非常に重要なものとなって

いることから、誰もが学べる環境を整え、互いに教

え合い、学び合うことができる生涯学習を推進する

必要があります。

第 5節 豊かな地域社会を育む生涯学習の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆重要業績評価指標（KPI）◆

⇒― 140,000人

⇒971人 996人

施策名 施策項目

生涯学習環境を
強化する

読書の推進・環境を
整備する

　　　　　　　　　　　文化・芸術などに関心を持ち、積極的に生涯学習に取り組みます。また、自分ひとり
ではなく、家族や友人などと一緒に講座などへ参加し、一緒に学べる関係を構築します。

目標指標 担当課

5-1

5-2

複合文化施設
利用者数
（単年）

読み聞かせ
事業参加者数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　芸術文化の向上と市民の教養、豊かな感性を高めるため、様々な地域の
文化や芸術に触れる機会を提供します。

●　地域の芸術文化の発展を促し、地域文化の振興と向上を実現するため、
文化芸術活動を行う団体との連携を強化し、市民の文化芸術活動を支
援します。

●　問題を解き明かす自主性と創造する心を育み、「学ぶ楽しさ・知る喜び」
を実感することにより、子どもたちの科学技術に対する興味・関心を高
め、創造性と思いやりのある豊かな心をもつ子どもたちを育成します。

●　本市の各種文化財の現況を把握するため、調査・研究を進めるとともに、
文化財を保護・保存し、一元管理された結果を市民に分かりやすく提
供します。

●　文化財の積極的な調査、研究、公開と市民の学習活動を推進するため、
毛利コレクション※をはじめ、石巻地域の歴史・文化資料を活かした博
物館活動を推進するとともに、市民に対する歴史学習の場の提供に取
り組みます。

●　図書、記録その他の資料を収集・整理・保存し、生涯学習の場として資料・
情報を提供することにより、市民の知識や思考を助け、情操を豊かにし、
より充実した市民生活を送れるよう支援します。

●　読み聞かせなどを行い、乳幼児期からの読書活動を推進し、将来を担
う子どもたちのため、より良い読書環境の整備を図ります。

1 生涯学習環境を
　強化する

2 読書の推進・環境を
　整備する

市民が
できること

生涯学習課

図書館

5-1 本市の特色を活かした博物館活動等を展開するため、複合文化施設利用者数の増加を目指す。
5-2 読書の推進を図るため、読み聞かせ事業（乳幼児～小学生対象）の参加者数向上を図る。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 6節　生涯にわたるスポーツ活動の推進

1 スポーツ活動を推進する

2 スポーツ環境を整備する

3 スポーツを通じた交流活動を推進する

　生涯にわたるスポーツ活動は、他者とのコミュニ

ケーション、爽快感や達成感によるストレスの解消、

体力の向上や生活習慣病の予防など、人生をより豊

かにするとともに心身両面の健康増進に大きな効果

があることから、健康でいきいきとした人生を送る

うえで非常に重要なものです。

　交通の利便性向上や情報化社会の進展などによ

り、便利で快適な生活ができるようになった現代社

会において、こうしたことが、日常における運動不

足や精神的なストレスの増加につながり、私たちの

心身に大きな影響を及ぼしている半面、自由時間の

増加や高齢化社会の進展は、明るく健康な生活への

意識を高め、以前にも増して、健康で明るく豊かな

生活を求めるようになりました。

　本市では、市民自らが心も体も健康で、いきいき

とした豊かな生活を営むため、市民ニーズに沿った

心と体の健康づくりを可能とする生涯スポーツの普

及と意識醸成などにより、気軽にスポーツを楽しめ

る環境整備に取り組んできました。

　しかし、東日本大震災直後は、体育施設の被災な

どにより、スポーツを行う場所が限定されたほか、

児童生徒の運動不足による肥満傾向や体力低下な

ど、健康課題も発生しました。

　また、近年では健康に対する意識の向上により、

スポーツを楽しむ人がいる一方で、全くスポーツに

取り組まない人との二極化が生じており、スポーツ

に対する意識をどのように変えていくかも課題と

なっています。

　このような状況を踏まえ、誰もが気軽にスポーツ

を楽しめる環境を充実させるため、各種スポーツ施

設の整備や市立小中学校体育施設の有効活用など、

身近な場所でスポーツを楽しめる環境づくりに努め

てきました。

　また、市民マラソン大会など地元に密着したス

ポーツイベントの開催、プロスポーツ選手やオリン

ピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室の開催

などを通じて、地域の活性化を図るとともに、スポー

ツの楽しさや魅力を身近に感じ、スポーツへの関心

が高まる取組を推進してきました。

　今後も、生涯を通じてスポーツに親しみ、健康で

活力ある生活を送るため、スポーツ環境の整備や市

民のスポーツに対する意識啓発に取り組む必要があ

ります。

第 6節 生涯にわたるスポーツ活動の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

スポーツ活動推進事業への各種取組を推進し、市民のスポーツ実施率の向上を図る。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒市民スポーツ実施率（単年） 体育振興課 27.4％

５年後の目標値
（令和7年度）

53.6％

⇒5,437人 6,000人

⇒421,412人 430,000人

⇒400人 1,800人

施策名 施策項目

スポーツ活動を
推進する

スポーツ環境を
整備する

　　　　　　　　　　　スポーツイベントに積極的に参加するとともに、スポーツ活動の指導ボランティアな
どとして活動し、生涯にわたってスポーツに取り組めるよう努めます。

目標指標 担当課

6-1

6-2

スポーツ教室
参加者数
（単年）

体育施設
利用者数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　市民がスポーツを通じた健康づくりや生涯スポーツ社会の実現、人々と
の交流につながるよう、ライフステージに応じたスポーツに接すること
のできる機会の創出に努めます。

●　スポーツを通じて子どもたちの健やかな成長を支援するため、学校教
育の充実や地域での指導者養成に取り組みます。また、関係団体や各
種競技団体と連携し、優れた資質を持つ選手の発掘に努めるとともに、
選手や指導者の育成・確保を進め、競技力の向上を図ります。

●　スポーツ大会や各種イベントの開催、スポーツ合宿の誘致などを通じ
た交流促進による地域の活性化を図ります。

1 スポーツ活動を
　推進する

3 スポーツを通じた
　交流活動を推進する

●　安全安心に利用できる施設の維持管理を徹底するとともに、施設のネッ
トワーク化や学校体育館の開放など、効率的な運用による整備・有効
活用を図ります。

2 スポーツ環境を
　整備する

市民が
できること

体育振興課

体育振興課

スポーツを通じた
交流活動を推進する 6-3

スポーツ交流
イベント
参加者数
（単年）

オリ・パラ
推進室

6-1 スポーツ教室の参加者数を増やし、スポーツ活動の推進を行なう。
6-2 スポーツ環境の整備を推進し体育施設利用者数の増加を図る。
6-3 スポーツ交流活動を推進し、スポーツ交流イベントの参加者数の増加を図る。
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市民の声が共鳴し
市民と行政が共に創るまち

第 1節　市民に寄り添い信頼される行政運営の推進

第 2節　持続可能な行財政運営の推進

第 6章



関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 1節　市民に寄り添い信頼される行政運営の推進

1 多様な市民ニーズの把握に努める

2 市民の関心を高める情報発信を推進する

3 情報公開等による透明性の確保を推進する

4 市民サービスの利便性の向上を図る

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒市政に関心がある市民の割合
（単年） 復興政策課 43.7％

５年後の目標値
（令和7年度）

55.7％

市政に関する情報発信や、市民ニーズの把握に努め、市政に関心のある市民の割合を増やす。

◆数値目標（KGI）◆

第 6章 市民の声が共鳴し
市民と行政が共に創るまち

第 1節 市民に寄り添い信頼される行政運営の推進

現状と課題

　近年、地方自治体においては、地方分権※の進展

に伴い、自己決定権が拡大されており、地方自治体

自らが主体性を持ってまちづくりに取り組んでいく

必要があり、こうした主体性のあるまちづくりを推

進するためには、市民ニーズの把握や、市民に対す

る説明責任が重要となっています。

　少子高齢化の進展などの社会情勢の変化や、東日

本大震災の影響により、本市の課題は多種多様化し、

市民ニーズも複雑化しています。

　本市では、これまでも市民意識調査などを実施し、

市民ニーズの把握に努めてきましたが、今後もこう

した取組を推進し、市民の意見や要望を市政に反映

させ、より効果的な行政サービスを市民に提供する

必要があります。

　市民と行政が協働でまちづくりを進めるために

は、行政から市民に対して積極的な情報提供が重要

です。市民に必要な情報を公正かつ正確に伝えるこ

とや、積極的な情報公開に努めることにより、市民

と行政との信頼関係を深めることが重要です。

　また、市民満足度の高い行政サービスを提供する

ためには、市民に身近な窓口サービスの向上が必要

です。これまでも開庁時間の延長や休日開庁など、

市民課窓口サービスを拡充してきましたが、今後も

引き続き行財政の効率化に努めるとともに、市民

ニーズに応じた行政サービスの充実に努めていく必

要があります。
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒施策名 施策項目

多様な市民ニーズの
把握に努める

市民の関心を高める
情報発信を推進する

　　　　　　　　　　　市政に興味をもち、公開されている情報を積極的に確認するとともに、地域の情報を
市に提供し、住民と行政の情報共有に努めます。

目標指標 担当課

1-1

1-2

まちづくり
懇談会
実施回数
（単年）

ホームページ
アクセス件数
（単年）

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　より良いまちづくりを目指し、市民からの意見・提案を市政に反映する
ため、市民意識調査、市政教室、まちづくり懇談会、動く市長室、市長
への手紙などを実施し、庁内での情報共有を行い、市民と一体となった
まちづくりを進めます。

●　休日開庁を実施することで、平日に来庁できない方への利便性の向上
や平日の混雑解消、待ち時間の短縮を図ります。

1 多様な市民ニーズの
　把握に努める

4 市民サービスの
　利便性の向上を図る

●　情報公開制度に基づき、市政について市民の知る権利を保障し、併せ
て説明責任を果たすため、個人情報の保護に配慮した適切かつ迅速な
情報公開を積極的に推進します。

●　公益通報体制の確立など、法令遵守や職員の倫理意識の高揚に努め、
民主的で透明性の高い市政運営を推進します。

●　市政の現状や施策などの各種情報を広く市民へ周知し、市民の理解と
関心を深め、市民参画の推進を果たすため、「市報いしのまき」を発行
するとともに、ホームページやマスメディアなどの活用により、適時
適切な情報発信を推進します。

2 市民の関心を高める
　情報発信を推進する

市民が
できること

秘書広報課

秘書広報課

市民サービスの
利便性の向上を図る 1-4

休日開庁
来庁者数
（累積）

市民課

情報公開等による
透明性の確保を
推進する

3 情報公開等による
　透明性の確保を
　推進する

1-3
開示請求に
係る平均
所要日数
（単年）

総務課

⇒6回 8回

⇒10.6日 7.6日

⇒2,000人 10,000人

⇒9,400,000件 9,500,000件

◆重要業績評価指標（KPI）◆

1-1 市民ニーズの把握に努めるため、まちづくり懇談会（町内会や各種団体等を対象、市長や関係部長等を交え、意
　　見や要望をお聴きするとともに、市の課題や施策等を説明し市政への理解をいただく）の開催数の増加を図る。
1-2 市民の関心を高める情報発信を推進し、ホームページのアクセス件数の向上を図る。
1-3 情報公開を推進し、開示請求時の迅速な事務処理を行なう。
1-4 市民サービスの利便性向上を図り、休日窓口開庁時の来庁者増やす。
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関連する
SDGs

◆施策の体系◆
第 2節　持続可能な行財政運営の推進

1 限られた人材、財源等を最大限活用できる体制を構築する

2 未利用公有財産の有効な利活用を図る

3 公共施設の維持管理経費を節減する

4 自主財源の安定的確保を図る

5 健全な財政運営を図る

6 広域連携体制を強化する

　本市の財政状況は、歳入のうち、市税については、

近年、増加傾向にありましたが、主な要因が建設業・

製造業に従事する市民を中心とした個人住民税や住宅

再建に伴う固定資産税の増加など東日本大震災からの

復旧・復興に起因するものであることから、今後は減

少に転じ、さらに新型コロナウイルス感染症による経

済の低迷などの影響も加わるものと予想されます。

　また、地方交付税の中で、その中核となる普通交

付税についても、令和 2 年度で合併算定替※が完了

し、今後は、合併直後と比較し、大幅に減少した水

準での交付額となるため、歳入環境は厳しさを増す

見通しです。こうした中、地方交付税以外の歳入確

保は、非常に重要なものとなっており、本市では、

これまで、使用料・手数料の見直しをはじめ市税な

どの収入率の向上、未利用公有財産の貸付や売払い、

ふるさと納税※の推進、市報などへの広告掲載など、

財源の確保に取り組んできましたが、今後も、さら

なる財源確保が必要です。

　一方、歳出については、経常的経費について、少

子高齢化の進行により、扶助費※などの増加に加え、

復興事業により建設された公共施設などの維持管理

経費が増加し続けており、今後の維持管理経費の縮

減については、施設の統廃合の検討や指定管理者制

度の一層の導入など適正な管理運営を推進する必要

があります。

　このように歳入・歳出が厳しさを増す中、今後も

持続可能な自治体として運営していくためには、本

市の限られた行財政資源を有効に活用する取組が必

要です。

　また、復旧復興事業に伴い増加した職員数につい

ても、今後は、組織体制の見直しとともに、適正な

職員数による効率的な行財政運営が必要となり、職

員ひとりひとりの能力向上と合わせ組織としての対

応能力向上を図る「人づくり・組織づくりの強化」

が必要となっています。

　こうした厳しさを増す財政環境への対応や組織体

制の見直しによる効率的な行財政運営を実現するた

めには、歳入に見合った歳出を意識するとともに、

長期的視点に立った行財政運営や限られた財産の有

効活用、また、石巻圏域自治体が相互に連携・協力

することにより圏域全体として必要な生活機能等を

確保する必要があります。

第 2節 持続可能な行財政運営の推進

現状と課題
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現状値 5年後の目標値
（令和7年度）⇒

◆数値目標（KGI）◆

◆重要業績評価指標（KPI）◆

財政力指数（地方公共団体の財政力を示す指標）の維持を目指し、持続可能な行政運営を推進する。

数値指標 担当課 現状値 ⇒

⇒財政力指数（単年） 財政課 0.54

５年後の目標値
（令和7年度）

0.54

施策名 施策項目

限られた人材、財源
等を最大限活用でき
る体制を構築する

未利用公有財産の
有効な利活用を図る

目標指標 担当課

2-1

2-2

職員研修
受講率
（単年）

公有財産
売払い件数
（累積）

⇒87.8％ 95.0％

⇒1件 5件

人事課

管財課

自主財源の安定的
確保を図る 2-4

ふるさと納税
寄附件数
（単年）

⇒26,000件 30,000件地域振興課

健全な財政運営を
図る 2-5

財政調整
基金取崩額
（単年）

⇒45.8億円 12.4億円財政課

公共施設の維持
管理経費を節減する 2-3

電気料金
入札導入
公共施設数
（累積）

⇒3件 15件管財課

広域連携体制を
強化する 2-6

定住自立圏共生
ビジョンの策定
（累積）

⇒0％ 100％復興政策課

2-1 職員研修の受講率向上を図り、限られた人材の育成を推進する。
2-2 公有財産の売り払い件数を向上させ、未利用公有財産の有効活用を図る。
2-3 電気料金入札導入件数を増やし、公共料金の維持管理経費の節減を目指す。
2-4 ふるさと納税寄附件数を増やし、自主財源の確保を図る。
2-5 財政調整基金の取り崩し額の減少を図り、健全な財政運営を推進する。
2-6 定住自立圏共生ビジョンを策定し、石巻圏域自治体の連携を強化する。
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　　　　　　　　　　　公共施設を利用する際に省エネを心がけることや大切に利用することにより、維持管
理費の節減に努めます。

市民が
できること

4 自主財源の安定的
　確保を図る

5 健全な財政運営を
　図る

●　太陽光発電設備などの設置や、電力の入札、照明のLED化を進めるこ
とで、公共施設の維持管理経費の節減に取り組みます。

●　市税などの自主財源の安定的な確保を図るとともに、収入向上を推進し
ます。

●　国・県、各種財団などの補助制度を有効に活用し、財源確保に努めます。
●　ふるさと納税を活用した自主財源の確保に努めます。

3 公共施設の維持
　管理経費を節減する

●　受益と負担の公平性の確保に努めます。
●　補助金・負担金の見直しや公共工事のコスト縮減に努めます。
●　総合計画と整合した財政収支見通しを作成するほか、市民に分かりやす

い形で財政公表を行います。

2 未利用公有財産の
　有効な利活用を図る

施策名 施策の概要

◆施策の展開◆

●　各種施策の取組状況や成果を外部委員会などによる点検・評価を踏まえ
て行政運営に反映させる効果的な行政評価制度を確立します。

●　政策課題に応じた的確な体制づくりによって、政策研究機能の充実強化
を図るとともに、研究成果を施策に反映できる仕組みを構築します。

●　市民に求められる職員像の実現に向けた職員研修などにより、職員の意
識改革に努めます。

●　地域課題の解消が期待できる有用な行政情報をオープンデータ※とする
ことで、課題解決と地域の活性化を促します。

●　ICT化を推進することにより行政事務の効率化を図ります。
●　地域連携による経済圏・生活圏を形成し、持続可能な自治体運営を推進

します。

●　公共施設の利用などについて、情報発信を行い、有効活用を推進します。
●　未利用の市有地などの公有財産を随時処分し、財源確保を図ります。

1 限られた人材、財源
　等を最大限活用でき
　る体制を構築する

●　定住自立圏の形成に向けた取組を推進します。6 広域連携体制を
　強化する
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第 1章  •  第 2 期 復興・創生期間に係る対応方針

第2期
復興・創生期間に
係る対応方針

Ishinomaki Comprehensive Plan
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